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妙
心
寺
聖
澤
院
の
建
築
及
び
障
壁
画
の
共
同
調
査
研
究
は
、
平
成
七
年
（
一
九
九

五
）
か
ら
八
年
（
一
九
九
六
）
に
か
け
て
、
関
西
大
学
工
学
部
の
永
井
規
男
（
建
築

史
）
を
中
心
に
、
文
学
部
の
山
岡
泰
造
（
美
術
史
）
、
中
谷
伸
生
（
美
術
史
）
が
参

加
し
て
行
っ
た
。
聖
澤
院
の
建
築
及
び
障
壁
画
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
ま
で
未

紹
介
の
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
再
三
の
調
査
を
快
く
お
許
し
頂
い
た
聖
澤

院
の
藤
原
宗
欽
住
職
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
片
山
尚
景
の
調
査
に
関
し
て
は
、
長
崎
県
平
戸
市
雄
香
寺
の
土
屋
征
義
住

職
の
ご
配
慮
を
頂
い
た
。
さ
ら
に
、
富
岡
鐵
齋
の
作
品
に
関
し
て
は
、
鉄
斎
美
術
館

の
村
越
英
明
館
長
、
奥
田
素
子
学
芸
員
、
前
田
博
司
学
芸
員
、
並
び
に
情
荒
神
清
澄

寺
の
森
脇
光
宣
執
行
よ
り
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
。
加
え
て
、
三
井
飯
山
に
関
し

て
は
、
高
松
市
歴
史
資
料
館
の
次
田
吉
治
学
芸
員
、
川
畑
聰
学
芸
員
よ
り
貴
重
な
ご

助
言
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

妙
心
寺
聖
澤
院
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聖
澤
院
の
沿
革
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
、
当
院
所
蔵
の
『
聖
澤
院
往
古
記
事
』

上
・
下
、
『
聖
澤
院
六
祖
伝
』
、
『
聖
澤
院
要
記
』
な
ど
で
あ
る
。
『
聖
澤
院
往
古
記
事
』

は
元
禄
十
四
年
（
一
七
○
二
に
杲
山
英
星
が
、
旭
窓
老
師
そ
の
他
の
古
老
た
ち
に

聞
い
た
所
伝
を
伝
存
文
書
と
照
合
し
つ
つ
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
上
下
二
冊
に
分

け
、
当
院
の
葺
替
修
覆
記
、
歴
代
相
続
記
、
寛
永
十
八
年
お
よ
び
貞
和
三
年
の
定
書

な
ど
を
収
め
て
お
り
、
近
世
前
期
の
聖
澤
院
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
に
な
っ
て
い

る
。
な
お
杲
山
は
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
当
院
の
院
主
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。

「
聖
澤
院
六
祖
伝
」
は
宝
永
二
年
（
一
七
○
五
）
八
月
に
同
じ
く
杲
山
が
、
東
陽
英

朝
の
法
系
の
主
だ
っ
た
六
人
の
禅
師
、
す
な
わ
ち
大
雅
、
功
甫
、
先
照
、
以
安
、
東

漸
、
庸
山
の
伝
記
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
『
聖
澤
院
要
記
』
は
幕
末
の
編
纂
で
、

聖
澤
院
お
よ
び
聖
澤
派
末
寺
に
関
す
る
主
な
史
料
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
享
保
十

五
年
（
一
七
三
○
）
の
方
丈
棟
札
記
な
ど
現
存
し
な
い
資
料
も
収
め
て
あ
っ
て
貴
重

で
あ
る
。
以
下
の
沿
革
は
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
い
る
。
と
く
に
元
禄
ま
で
の
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
『
聖
澤
院
往
古
記
事
』
（
以
下
『
往
古
記
事
』
と
い
う
）
に
よ
っ
て
い
る
。

聖
澤
院
の
歴
史
と
建
築

｜
創
立
と
沿
革

一
・
一
史
料

永
井
規
男

聖
澤
院
は
臨
済
宗
妙
心
寺
派
大
本
山
妙
心
寺
の
山
内
に
あ
っ
て
、
法
堂
の
西
側
に

位
置
し
て
い
る
。
南
に
は
僧
堂
天
授
院
、
北
に
は
霊
雲
院
が
隣
接
し
て
い
る
。
妙
心

寺
四
派
の
道
場
で
あ
る
四
本
庵
の
ひ
と
つ
で
、
聖
澤
派
の
本
山
で
あ
る
。
創
立
は
大

永
三
年
（
一
五
二
三
）
で
、
天
蔭
徳
樹
が
師
東
陽
英
朝
を
勧
請
開
祖
に
迎
え
て
開
い

た
も
の
で
あ
る
。
聖
澤
院
に
は
大
永
四
年
甲
申
結
制
日
の
日
付
け
の
院
中
法
度
が
遺

さ
れ
て
い
る
か
ら
（
写
真
Ｆ
）
、
大
永
四
年
に
は
寺
院
と
し
て
の
活
動
が
始
ま
っ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
創
立
さ
れ
た
聖
澤
院
は
、
当
初
看
房
衆
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
大
永
六
年
四
月
十
六
日
に
天
蔭
徳
樹
が
世
寿
七
十
九
歳
で

遷
化
す
る
と
、
沿
州
禅
昭
が
院
主
と
な
っ
た
。
し
か
し
檀
越
料
が
絶
え
て
経
営
が
困

難
に
な
り
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
以
降
は
無
住
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
辛
う
じ
て
栄
守
監
寺
が
寮
舎
を
た
て
て
住
み
、
空
院
を
管
理
す
る
有
様
で
あ
っ

た
。
以
降
、
建
章
・
惟
天
・
東
漸
と
住
院
し
た
が
、
長
く
は
続
か
ず
、
一
時
、
聖
沢

院
は
本
山
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
。
そ
れ
を
東
漸
宗
震
が
一
派
の
手
中
に
戻
し
、
尾

張
の
栗
栖
大
泉
寺
の
景
中
蔵
主
に
こ
れ
を
託
し
た
。
本
山
文
書
中
の
『
法
堂
修
造
帳
』

に
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
七
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
「
聖
澤
景
縦
」
あ
る

い
は
「
納
所
景
縦
」
な
る
人
物
が
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
景
中
蔵
主
に
あ
た
る
。
す

な
わ
ち
景
中
は
天
正
十
一
年
後
半
に
は
聖
澤
院
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
景
中
蔵
主
に
伏
見
城
代
早
川
主
馬
長
政
が
帰
依
し
て
い
た
。
長
政
は
文
禄
の

一
・
三
沿
革

一
・
二
創
立

四



役
で
朝
鮮
に
出
兵
す
る
際
に
、
金
二
十
五
枚
と
伏
見
の
私
邸
の
一
宇
を
聖
澤
院
に
寄

進
し
、
景
中
は
こ
の
金
子
を
も
と
に
方
丈
を
造
り
替
え
、
私
邸
の
材
を
用
い
て
庫
裏

と
し
、
つ
い
で
ま
た
門
と
玄
関
を
造
り
替
え
た
と
い
う
。

景
中
は
長
政
か
ら
前
板
位
（
前
堂
首
座
）
の
資
助
を
与
え
ら
れ
、
文
禄
三
年
（
一

五
九
四
）
に
前
堂
首
座
に
転
位
し
、
庸
山
と
号
し
て
い
る
。
庸
山
は
慶
長
四
年
（
一

五
九
九
）
、
同
十
二
年
、
同
十
六
年
の
三
回
、
妙
心
寺
の
住
持
と
な
り
（
写
真
Ｆ
）
、

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
七
月
、
六
八
歳
で
示
寂
し
た
。
一
方
、
長
政
は
慶
長
二
年

に
豊
後
府
内
城
主
と
な
っ
て
数
万
石
を
領
し
た
が
、
慶
長
十
年
京
都
に
移
り
住
ん
だ
。

そ
し
て
慶
長
十
四
年
、
そ
の
私
邸
に
お
い
て
庸
山
か
ら
鉄
嬰
の
道
号
を
与
え
ら
れ
、

二
月
四
日
に
逝
去
し
て
い
る
。
す
で
に
生
前
か
ら
聖
澤
院
方
丈
の
西
に
五
尺
四
方
の

霊
屋
が
営
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
延
宝
初
年
（
一
六
七
三
）
に
朽
損
の
た
め
取
り
壊

さ
れ
た
が
、
宝
形
造
の
方
五
尺
の
建
物
で
彫
物
な
ど
善
美
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
。
長
政
は
生
前
、
毎
年
米
二
○
石
を
院
経
営
料
と
し
て
与
え
、
ま
た
、
後

の
ち
の
た
め
に
祇
園
燈
油
田
も
寄
進
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
寛
文
年
間
に
知
恩
院
新

門
前
地
と
な
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

庸
山
の
後
は
愚
堂
の
弟
子
の
旭
窓
景
曄
が
院
主
と
な
っ
た
。
旭
窓
は
開
祖
東
陽
の

百
五
十
年
忌
を
控
え
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
方
丈
庫
裏
等
の
修
理
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
と
き
方
丈
の
仏
壇
を
改
造
し
て
昭
堂
を
構
え
、
開
祖
像
を
安
置
し
て
い

る
。
な
お
、
こ
の
修
理
事
業
に
は
江
戸
在
住
の
吉
田
機
庵
の
子
孫
に
よ
る
寄
付
が
あ

っ
た
と
い
う
。
庸
山
に
は
医
薬
の
心
得
が
あ
り
、
越
前
藩
主
に
医
方
の
弟
子
と
し
て

吉
田
機
庵
を
推
挙
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
徳
と
し
て
吉
田
氏
が
当
院
の
有
力
な
保

護
者
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
い
で
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
、
小
座
敷
・
小
庫

裏
を
取
り
壊
し
て
、
書
院
一
宇
を
た
て
て
い
る
。
旭
窓
は
寛
文
二
年
に
妙
心
寺
住
持

に
登
り
、
つ
い
で
瑞
泉
寺
住
職
と
な
っ
た
が
、
の
ち
聖
沢
院
内
に
瑞
雲
軒
（
の
ち
南

陽
軒
）
を
建
て
て
隠
居
し
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
八
月
に
示
寂
し
て
い
る
。

旭
窓
の
次
は
法
嗣
の
説
玄
が
寛
文
八
年
か
ら
院
主
で
あ
っ
た
。
説
玄
は
延
宝
七
年

に
院
主
を
證
道
に
譲
っ
た
が
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
再
住
し
、
翌
年
八
月
に

玲
岩
に
譲
っ
て
隠
退
し
た
。
玲
岩
は
同
年
の
十
一
月
に
杲
山
英
皇
を
院
主
と
し
、
自

身
は
大
坂
の
寒
山
寺
に
か
え
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
方
丈
の
破
損
が
進
ん
で
お
り
、

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
、
本
山
か
ら
十
貫
文
を
借
用
し
て
大
修
理
に
着
手
し
た
。

そ
し
て
そ
の
完
成
を
ま
っ
て
、
元
禄
十
五
年
に
松
浦
藩
の
絵
師
片
山
尚
景
に
よ
っ
て

方
丈
の
襖
絵
が
描
か
れ
た
。
そ
れ
は
翌
元
禄
十
六
年
の
開
祖
二
百
年
忌
を
記
念
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
動
き
は
乏
し
く
な
る
が
、
宝
永
二
年
（
一
七
○
五
）
に
は
土
蔵
を
造
り

（
棟
札
）
、
享
保
七
年
（
一
七
一
三
）
に
は
表
門
の
屋
根
を
瓦
葺
き
に
改
め
て
い
る
（
方

丈
棟
札
記
）
。
ざ
ら
に
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
、
衡
梅
院
か
ら
土
蔵
を
購
入
移
築
し

て
北
土
蔵
と
し
た
（
「
要
記
」
）
。
こ
の
土
蔵
は
衡
梅
院
の
可
山
が
延
享
四
年
（
一
七

四
七
）
に
建
て
た
も
の
で
あ
っ
た
「
衡
梅
院
歴
代
略
記
」
）
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
「
寺
地
画
図
」
は
、
以
上
に
述
べ
た
建
物
の
他
に
庫

裏
の
西
北
に
寮
舎
を
、
ま
た
東
に
小
屋
を
描
い
て
い
る
。
西
北
の
寮
舎
は
隠
寮
と
呼

ば
れ
、
い
つ
建
っ
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
江
戸
時
代
後
期
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
現
在
の
聖
澤
院
は
こ
れ
ら
の
建
造
物
を
ほ
ぼ
保
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
塔
頭
と

し
て
必
要
な
施
設
建
物
は
ほ
ぼ
揃
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
ま
に
近
世
禅
宗
塔
頭
寺

院
の
典
型
的
な
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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建
立
年
代
方
丈
と
も
本
堂
と
も
い
う
が
、
こ
こ
で
は
近
世
に
普
通
に
用
い
ら
れ

た
客
殿
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
当
客
殿
は
、
妙
心
寺
塔
頭
の
な
か
で
も
指

折
り
の
す
ぐ
れ
た
客
殿
遺
構
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
建
立
年
代
は
判
明
し
て
い
な
い
。

基
本
資
料
と
な
る
べ
き
棟
札
は
未
発
見
で
あ
る
。
『
聖
澤
院
要
記
』
に
所
載
す
る
享

保
十
五
年
の
方
丈
棟
札
記
は
、
勝
“
創
建
期
の
方
丈
・
庫
裏
は
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

庸
山
の
と
き
方
丈
・
庫
裏
・
門
・
玄
関
を
改
築
し
た
と
し
、
な
か
で
も
方
丈
・
庫
裏

は
早
川
主
馬
頭
の
寄
進
に
係
る
も
の
と
し
て
い
る
。
『
往
古
記
事
』
の
中
に
あ
る
「
聖

澤
創
建
井
中
興
以
来
相
続
記
」
は
、
中
興
庸
山
景
庸
と
早
川
長
政
の
係
り
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

伏
見
早
川
主
馬
頭
長
政
（
伏
見
城
代
の
由
）
、
は
じ
め
よ
り
道
の
た
め
相
親
し
、

且
っ
て
文
禄
年
の
初
め
、
秀
吉
公
高
麗
を
征
せ
ん
と
欲
す
る
に
お
よ
ん
で
、
長
政

亦
た
発
向
す
べ
き
も
亦
た
知
ら
ず
、
此
に
於
い
て
中
首
座
に
告
げ
て
云
く
、
生
死

計
り
難
し
、
此
の
廃
院
を
革
め
造
ら
ん
と
、
即
ち
金
二
十
五
枚
を
捨
て
、
又
伏
見

聖
沢
院
の
建
築
に
は
、
客
殿
、
庫
裏
、
書
院
、
隠
寮
、
土
蔵
二
棟
、
表
門
が
あ
り
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
近
世
の
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
客
殿
と
表
門
は
近
世
初
期
の
慶

長
期
の
遺
構
で
あ
り
、
庫
裏
も
慶
長
期
の
部
材
を
一
部
に
の
こ
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
障
壁
画

と
係
わ
り
の
あ
る
客
殿
・
庫
裏
・
書
院
の
山
棟
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
建
築

二
・
一
客
殿

私
舘
の
一
宇
を
移
し
て
庫
裡
と
作
ん
と
要
す
、
之
に
依
り
中
首
座
方
丈
庫
裡
を
革

め
造
る
（
今
歴
在
す
る
所
）
、
長
政
ま
た
前
板
位
の
資
助
を
投
ず
、
文
禄
三
年
衆

押
し
て
位
を
前
板
に
転
じ
、
庸
山
と
号
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
早
川
主
馬
頭
長
政
は
金
二
十
五
枚
と
伏
見
の
私
舘
一
宇
を
聖
澤
院

に
寄
せ
、
こ
れ
ら
を
基
金
と
し
て
方
丈
・
庫
裏
が
造
営
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
造
営
年
次
に
は
言
い
及
ん
で
い
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
方
丈
・
庫
裏
が

い
つ
造
ら
れ
た
の
か
は
言
え
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
方
丈
・
庫
裏
は
庸
山
景
中
が
早
川
長
政
を
檀
越
と

し
て
造
営
し
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提

に
し
て
、
可
能
性
の
あ
る
造
営
年
次
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
庸
山
景
中
の
聖

澤
院
在
住
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
七
月
こ
ろ
か
ら
寛
永
三

年
（
一
六
二
六
）
七
月
の
示
寂
ま
で
の
四
十
二
年
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
期
間
に
方

丈
・
庫
裏
が
造
営
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
庸
山
景
中
と
早
川
長
政
の
関
係
に
着
目
す
れ

ば
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
の
は
慶
長
四
年
か
ら
同
十
年
ま
で
間
と
考
え
ら
れ
る
。
方

丈
・
庫
裏
は
そ
の
規
模
や
形
式
が
大
名
塔
頭
と
規
定
し
う
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
造
営
は
檀
越
で
あ
る
早
川
長
政
が
大
名

で
あ
り
、
庸
山
景
中
が
そ
れ
に
匹
敵
す
る
地
位
す
な
わ
ち
妙
心
寺
住
持
で
あ
っ
た
と

き
が
、
も
っ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
庸
山
が
妙
心
寺
住
持
で
あ
っ
た
の
が
慶

長
四
年
（
一
五
九
九
）
、
同
十
二
年
、
同
十
六
年
の
三
回
で
あ
り
、
早
川
長
政
が
大

名
で
あ
っ
た
の
が
慶
長
二
年
か
ら
慶
長
十
年
ま
で
の
豊
後
府
内
城
主
時
代
で
あ
る
か

ら
、
両
者
が
揃
っ
て
上
の
条
件
を
充
た
す
の
は
慶
長
四
年
か
ら
同
十
年
ま
で
の
間
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
の
絞
り
込
み
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
前
記
の
方
丈
棟

一
二
一
ハ



札
記
に
お
い
て
元
和
年
中
（
一
六
一
五
’
二
四
）
に
葺
替
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
こ
と

は
、
方
丈
・
庫
裏
の
造
営
が
元
和
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
遺
構
そ
の
も
の
も
、
建
築
様
式
上
、
慶
長
末
こ
ろ
か
ら
元
和

こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
上
の
推
定
と
そ
れ
ほ
ど
ず
れ
る
も
の
で

な
い
。
以
上
に
よ
り
、
正
確
な
こ
と
は
新
史
料
の
出
現
に
期
す
る
こ
と
に
し
て
、
現

段
階
で
は
や
や
お
お
ま
か
な
が
ら
慶
長
年
間
の
造
営
に
な
る
も
の
と
結
論
し
て
お
く

こ
と
に
す
る
。

沿
革
建
立
後
の
客
殿
は
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
二
に
最
初
の
改
造
を
う
け
る
。

こ
れ
は
吉
田
機
庵
家
の
援
助
に
よ
る
も
の
で
、
開
山
木
像
を
造
像
し
、
真
室
を
拡
大

整
備
し
て
安
置
し
て
い
る
。
こ
の
真
室
は
客
殿
後
方
に
後
半
部
を
突
出
し
た
三
間
半

に
一
間
半
余
の
広
さ
の
異
例
と
も
い
え
る
広
さ
を
も
つ
。
さ
ら
に
元
禄
五
年
（
一
六

九
二
）
の
秋
、
床
廻
り
仏
間
廻
り
の
改
造
を
含
む
修
理
を
し
て
い
る
。
仏
間
廻
り
の

漆
塗
の
仕
事
は
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
元
禄
六
年
造
営
の
霊
雲
院
客
殿
の
仏
間
の

構
成
は
、
当
客
殿
の
こ
の
時
の
仏
間
の
か
た
ち
と
似
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
院
の
を

参
考
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
禄
十
五
年
に
屋
根
の
葺
替
を
し
た
と
き
、
西
妻
の
板

を
取
替
え
、
翌
元
禄
十
六
年
に
は
大
玄
関
の
敷
瓦
を
改
め
て
い
る
。
ま
た
文
化
五
年

（
一
八
○
八
）
に
屋
根
の
惣
葺
替
を
お
こ
な
い
、
こ
の
と
き
東
妻
の
破
風
・
懸
魚
・

狐
格
子
を
取
り
替
え
て
い
る
。
現
在
の
東
妻
の
妻
飾
は
江
戸
後
期
の
様
式
を
見
せ
る

が
、
そ
れ
は
こ
の
改
造
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
妻
は
変
わ
っ
て
お
ら

ず
、
そ
の
梅
鉢
懸
魚
の
形
は
慶
長
期
の
も
の
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

構
造
形
式
桁
行
は
正
面
に
お
い
て
一
九
・
四
○
メ
ー
ト
ル
（
柱
真
々
）
、
背
面

に
お
い
て
二
一
・
○
五
メ
ー
ト
ル
、
梁
行
は
二
・
九
一
メ
ー
ト
ル
を
は
か
る
。
な

お
背
面
に
桁
行
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル
、
梁
行
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
張
出
し
が
あ
る
。

屋
根
は
入
母
屋
造
り
の
桟
瓦
葺
に
な
る
。
平
面
は
禅
院
客
殿
に
通
例
の
六
間
取
型
に

属
し
て
い
る
。
六
間
と
は
室
中
と
称
す
る
広
間
を
中
心
に
、
上
問
の
前
後
室
、
下
問

の
前
後
室
の
五
室
と
、
室
中
の
後
方
に
あ
る
仏
間
と
の
計
六
室
Ⅱ
六
間
の
こ
と
を
い

う
。
も
っ
と
も
仏
間
部
分
は
幾
室
か
に
分
割
き
れ
、
ま
た
仏
像
を
安
置
し
な
い
場
合

も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
一
室
に
扱
い
か
つ
仏
間
と
い
う
の
も
誤
り
な
の
で
あ
る
が
、

正
確
を
期
す
と
か
え
っ
て
や
や
こ
し
く
な
る
の
で
あ
え
て
仏
間
は
一
室
と
し
て
お
く
。

上
間
・
下
問
は
位
置
の
上
下
関
係
を
表
示
す
る
も
の
で
、
〈
じ
よ
う
か
ん
〉
・
く
げ
か

ん
〉
と
読
み
、
玄
関
に
近
い
方
す
な
わ
ち
下
手
を
下
問
、
遠
い
方
を
上
間
と
す
る
の

で
あ
る
。
上
間
・
下
問
は
普
通
前
後
二
室
に
分
か
れ
る
の
で
、
表
側
の
室
を
前
室
、

後
側
を
後
室
と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
客
殿
の
六
問
（
室
）
は
、
室
中
・
仏
間
・
上
間
前

室
・
上
間
後
室
・
下
問
前
室
・
下
問
後
室
と
呼
び
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
礼
の

間
・
大
書
院
・
檀
那
の
間
・
衣
鉢
の
間
と
い
っ
た
呼
称
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
実

際
の
用
法
に
そ
ぐ
わ
な
い
事
例
も
あ
り
誤
解
を
招
き
や
す
い
の
で
、
こ
こ
で
は
使
わ

、
な
い
Ｏ

さ
て
当
客
殿
は
南
面
し
東
南
隅
に
玄
関
が
付
く
の
で
、
室
中
の
東
側
が
下
問
、
西

側
が
上
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
央
の
室
中
は
二
一
畳
大
の
板
間
（
左
右
に
畳
を

敷
く
）
、
上
間
前
室
は
一
二
畳
、
上
間
後
室
は
八
畳
、
下
間
二
室
も
同
じ
で
あ
る
。

仏
間
部
分
の
こ
と
は
後
に
の
べ
る
。
前
面
に
は
一
間
幅
の
吹
放
の
広
縁
、
東
面
に
は

一
間
半
、
西
面
に
は
一
間
幅
の
鞘
の
間
が
つ
い
て
い
る
。
前
面
広
縁
の
東
端
に
は
桁

行
二
間
、
梁
間
一
間
の
土
間
廊
下
式
の
大
玄
関
が
、
ま
た
東
面
鞘
の
間
の
北
端
に
は

小
玄
関
が
付
い
て
い
る
。
仏
間
部
分
は
や
や
後
方
に
張
出
し
室
中
に
接
し
て
一
間
幅七



通
の
板
間
（
真
前
と
い
う
）
、
そ
の
奥
中
央
に
当
院
開
山
の
頂
像
を
安
置
す
る
真
室
、

そ
の
左
右
前
方
に
位
牌
の
間
、
後
方
に
物
置
・
控
の
間
な
ど
の
小
室
と
い
う
構
成
に

な
る
。
以
上
が
当
客
殿
の
現
在
の
平
面
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

次
に
内
部
の
空
間
構
成
を
述
べ
る
と
、
上
間
前
室
・
室
中
・
下
問
前
室
の
三
室
は

室
境
に
垂
れ
壁
を
設
け
ず
天
井
を
共
有
す
る
の
で
、
室
境
の
襖
を
撤
去
す
れ
ば
通
し

の
一
室
と
な
る
性
格
を
も
つ
。
室
内
外
は
襖
・
明
障
子
・
舞
良
戸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

る
の
で
、
全
体
と
し
て
は
住
宅
の
気
分
を
も
ち
（
建
築
史
で
は
方
丈
・
客
殿
は
住
宅

に
分
類
し
て
い
る
）
、
室
中
の
前
面
中
央
に
装
置
さ
れ
る
双
折
桟
唐
戸
だ
け
が
仏
堂

風
の
要
素
を
見
せ
る
程
度
で
あ
る
。
後
室
は
前
室
よ
り
天
井
が
や
や
低
く
な
り
、
前

室
の
次
の
間
的
な
構
成
を
と
る
。
前
面
広
縁
は
庭
を
前
に
し
た
吹
放
し
の
板
縁
で
、

禅
院
建
築
ら
し
い
雰
囲
気
を
も
っ
と
も
よ
く
見
せ
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
。

外
観
上
の
構
成
を
み
る
と
、
屋
根
は
桟
瓦
葺
の
入
母
屋
造
り
で
、
棟
両
端
に
獅
子

口
の
瓦
を
す
え
、
妻
は
木
連
格
子
で
東
妻
は
三
花
懸
魚
を
、
西
妻
は
梅
鉢
懸
魚
を
飾

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
軒
は
一
軒
の
疎
垂
木
で
、
前
面
広
縁
は
こ
の
軒
が
入
り
込

む
か
た
ち
の
化
粧
屋
根
裏
天
井
と
し
、
東
西
鞘
の
間
は
と
も
に
鏡
天
井
と
仕
分
け
て

あ
る
。
柱
は
す
べ
て
面
取
を
し
た
角
柱
で
、
前
面
広
縁
ま
わ
り
で
は
内
法
長
押
を
付

け
、
柱
上
で
は
直
接
桁
を
受
け
る
。
し
か
し
背
面
通
り
で
は
上
長
押
を
省
い
て
飛
貫

を
化
粧
に
見
せ
、
柱
上
に
は
舟
肘
木
を
備
え
て
桁
を
受
け
、
両
側
面
は
鏡
天
井
を
張

る
の
で
上
部
は
天
井
長
押
で
お
わ
り
と
い
う
よ
う
に
面
毎
に
変
化
さ
せ
て
い
る
。

内
部
は
表
三
室
は
蟻
壁
付
き
に
し
て
三
室
通
し
の
竿
縁
（
猿
頬
）
天
井
と
し
、
室

境
の
内
法
上
に
は
竹
の
節
と
そ
の
間
に
波
形
を
あ
し
ら
っ
た
欄
間
と
し
て
い
る
。
後

室
二
室
も
嶬
壁
付
き
竿
縁
（
猿
頬
）
天
井
の
も
の
。
仏
間
部
分
の
天
井
は
真
前
は
竿

縁
天
井
で
、
そ
の
背
後
は
格
天
井
に
な
っ
て
い
る
。

平
面
の
変
遷
当
客
殿
も
ほ
と
ん
ど
の
他
の
客
殿
と
同
様
さ
ま
ざ
ま
な
変
更
を
蒙

っ
て
お
り
、
現
在
の
姿
（
図
ｌ
Ｈ
）
は
建
立
当
初
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

半
解
体
に
近
い
修
理
で
も
な
い
と
詳
し
い
こ
と
は
判
ら
な
い
が
、
現
状
で
の
調
査
か

ら
推
定
で
き
る
範
囲
で
建
立
当
初
時
、
お
よ
び
承
応
あ
る
い
は
元
禄
時
の
改
造
状
況

を
復
原
し
て
み
よ
う
。
現
状
と
と
く
に
違
っ
て
く
る
の
は
仏
間
廻
り
と
東
西
鞘
の
間
、

お
よ
び
上
間
後
室
廻
り
で
あ
る
。

建
立
当
初
東
西
鞘
の
間
は
、
当
初
は
正
面
広
縁
と
同
様
の
吹
放
し
の
板
敷
広
縁

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鞘
の
間
の
外
側
を
仕
切
る
建
具
を
お
さ
め
る
装
置
が
後
補
材
で

あ
る
こ
と
、
内
室
境
に
た
つ
入
側
柱
に
風
触
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
で
き
る
。

ま
た
、
上
間
後
室
に
は
柱
に
の
こ
る
痕
跡
か
ら
す
る
と
、
北
側
東
よ
り
の
柱
間
に
縁

側
に
張
出
し
た
付
書
院
あ
る
い
は
押
板
式
の
床
の
間
が
あ
っ
た
。
大
き
く
変
わ
る
の

は
仏
間
廻
り
で
、
こ
こ
は
現
状
で
は
背
面
が
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
（
四
・
五
尺
）
張

出
し
て
い
る
が
、
当
初
は
こ
の
よ
う
な
張
出
し
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
内
部
は

中
央
柱
通
り
で
前
後
各
一
間
づ
っ
に
分
け
、
室
中
に
接
す
る
前
方
を
横
長
の
仏
壇
間

と
し
、
後
方
は
三
つ
の
小
室
に
三
分
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
室
の
用

法
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
控
の
間
あ
る
い
は
寮
室
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
以
上
を
ま
と
め
た
も
の
が
当
初
平
面
図
（
図
１
１
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

近
世
初
期
の
客
殿
平
面
類
型
と
矛
盾
し
な
い
内
容
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
期
の
改
造
最
初
の
大
き
な
改
造
は
仏
間
廻
り
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
背
面
の
小
室
を
撤
去
し
て
、
背
後
を
現
状
の
よ
う
に
張
出
さ
せ
、
そ
こ
を

一
室
の
広
い
真
室
（
昭
室
）
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
真
室
の
床
は
一
段
高
い
も
の

と
し
、
天
井
は
全
体
に
格
天
井
と
し
、
仏
壇
間
境
を
中
央
を
開
け
て
引
分
け
戸
が
お

さ
ま
る
入
口
を
設
け
る
な
ど
改
造
工
事
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
前
方
の
仏
壇

一

一

一
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間
は
真
室
の
前
室
（
真
前
と
称
す
る
）
に
変
わ
り
、
両
脇
に
小
仏
壇
を
構
え
る
だ
け

と
な
っ
た
。
こ
の
改
造
は
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
「
方
丈
仏
壇
を
仕
直
し
昭

堂
を
構
え
、
真
源
禅
師
の
彫
像
を
安
置
し
た
」
と
す
る
『
往
古
記
事
』
の
記
事
に
照

応
す
る
。
現
存
す
る
真
源
禅
師
東
陽
英
朝
の
頂
相
像
に
は
、
裾
裏
に
「
東
陽
朝
和
尚

／
尊
像
／
承
応
二
癸
巳
歳
／
五
月
廿
四
日
／
崇
山
禅
清
／
寄
進
焉
」
の
墨
書
が
あ
る
。

承
応
二
年
は
一
六
五
三
年
で
あ
る
か
ら
『
往
古
記
事
』
に
い
う
慶
安
四
年
か
ら
二
年

遅
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
頂
相
像
の
製
作
と
昭
堂
へ
の
改
造
と
が
関
連
し
た
事
業
で

あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
か
ら
、
昭
堂
へ
の
改
造
は
、
慶
安
四
年
か
ら
承
応
二
年

こ
ろ
（
一
六
五
一
’
五
三
）
の
こ
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
図
１
Ｊ
）
。
こ
う
し
た

仏
間
か
ら
昭
堂
へ
の
改
造
は
、
妙
心
寺
山
内
で
も
慶
長
期
建
立
の
客
殿
で
は
お
い
な

く
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
養
源
院
客
殿
で
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
、
衡
梅
院
客
殿

で
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
’
七
三
訓
退
蔵
院
客
殿
で
宝
暦
十
年
（
一
七
五
七
）
で

あ
る
か
ら
、
当
院
の
改
造
は
そ
れ
ら
の
先
端
を
切
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
昭
堂
は
広
す
ぎ
た
の
か
、
の
ち
に
再
び
内
部
を
分
け
て
左
右
に
物

置
、
控
の
間
を
設
け
、
そ
れ
ら
の
前
に
位
牌
壇
を
つ
く
っ
て
現
状
の
ご
と
く
に
改
め

て
い
る
。
な
お
昭
堂
を
つ
く
る
と
き
、
当
初
の
仏
間
背
面
中
柱
二
本
を
張
出
し
部
の

隅
柱
に
転
用
し
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
仏
間
廻
り
の
当
初
柱
の
残
存
率
は
高
い
も

の
と
な
り
、
今
後
の
修
理
時
の
慎
重
な
調
査
に
よ
っ
て
、
仏
間
背
後
の
部
分
の
構
成

や
性
格
が
か
な
り
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
な
お
、
東
西
広
縁
を
鞘
の
間

に
改
造
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
の
変
化
の
主
な
も
の
と
し
て
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
菓
子
寮
の
新

造
が
あ
る
（
方
丈
棟
札
記
）
。
こ
れ
は
明
治
初
期
こ
ろ
ま
で
客
殿
の
東
側
に
存
在
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
撤
去
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
客
殿
の
東
北
に
は
小
玄
関
が
あ
る
が
、

様
式
年
代
こ
の
客
殿
の
建
立
時
期
を
建
築
そ
の
も
の
か
ら
推
定
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
建
築
技
法
上
の
観
点
か
ら
す
る
と
慶
長
の
後
半
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
一
六
○
五
年

か
ら
一
六
一
五
年
ま
で
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
山
内

に
あ
る
建
立
年
次
の
明
ら
か
な
他
の
客
殿
遺
構
と
比
較
す
る
と
き
、
詳
細
は
省
く
が

そ
の
技
法
内
容
が
慶
長
四
年
建
立
の
養
源
院
客
殿
、
慶
長
九
年
建
立
の
退
蔵
院
客
殿

よ
り
新
し
い
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
元
和
年
建
立
の
元
海
福
院
の
も
の
で
あ
っ
た
等

持
院
客
殿
よ
り
は
古
い
要
素
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
沿
革
の
と
こ
ろ
で
、
檀
主
と
院
主
の
関
係
か
ら
推
定
し
た
結
果
の
慶
長
五

年
か
ら
十
年
の
間
と
い
う
の
と
僅
か
に
ず
れ
る
。
両
者
間
の
調
整
は
今
後
の
課
題
と

な
ろ
う
が
、
慶
長
期
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
今
後
、
さ
ら
に

技
法
内
容
を
研
究
し
て
、
年
代
を
つ
め
て
い
き
た
い
。

細
部
の
意
匠
か
ら
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
案
外
難
し
い
作
業
で
あ
る
が
、
お
お

ま
か
に
い
っ
て
等
客
殿
の
細
部
の
様
式
は
桃
山
時
代
後
期
の
も
の
に
属
す
と
い
え
る
。

参
考
ま
で
に
各
部
の
細
部
形
式
の
写
真
を
添
え
て
お
く
（
写
真
Ｄ
）
。

『
往
古
記
事
』
に
は
元
禄
一
六
年
（
一
七
○
三
）
に
小
玄
関
を
仕
直
し
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
元
禄
以
前
か
ら
小
玄
関
が
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
存
す
る
の
は

明
治
以
降
の
建
築
で
あ
る
。
東
南
に
あ
る
大
玄
関
は
長
押
を
ま
わ
し
て
い
る
の
が
禅

院
の
玄
関
と
し
て
は
珍
し
い
。
こ
れ
は
東
西
棟
の
二
間
直
廊
で
あ
る
が
、
明
治
四
年

の
寺
地
画
図
で
は
南
北
棟
に
な
っ
て
お
り
、
明
治
四
年
以
降
に
位
置
を
動
か
し
、
柱

を
切
り
縮
め
る
な
ど
の
改
造
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

九



建
立
庫
裏
は
当
院
の
伝
承
的
な
記
録
で
は
早
川
長
政
が
伏
見
の
私
邸
の
一
宇
を

寄
進
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
史
料
は
な
い
。

お
そ
ら
く
は
客
殿
と
同
じ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
慶
長
年
間
に
新
た
に
建
立
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
『
往
古
記
事
』
に
よ
っ
て
そ
の
沿
革
を
た
ど
る
と
、
慶
安
四
年
（
一

六
五
一
）
に
庫
裏
の
表
側
の
柱
等
を
取
替
え
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
書
院
を

建
て
添
え
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
五
）
に
は
西
庇
を
造
り
出
す
な
ど
の
修
理
等
を
し

て
い
る
。
慶
安
の
工
事
は
、
梁
組
の
組
替
え
を
伴
う
大
規
模
な
修
理
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
時
に
新
築
に
近
い
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
さ
ら
に

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
と
明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
三
と
に
修
理
・
改
造
を

行
っ
て
い
る
。
梁
組
は
す
く
な
く
と
も
一
回
は
組
み
替
え
ら
れ
て
お
り
、
梁
材
も
二

種
な
い
し
そ
れ
以
上
の
も
の
が
観
取
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
し
て
も
慶
安
以
前
に
こ
の

庫
裏
は
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
慶
長
年
間
の
建
立
と
す
る
こ

と
の
一
根
拠
に
な
る
。
慶
長
年
間
で
あ
る
か
ら
、
改
造
は
大
き
い
が
庫
裏
遺
構
と
し

て
は
全
国
的
に
見
て
も
古
い
方
に
属
す
。

構
造
形
式
東
を
正
面
と
し
、
そ
の
規
模
は
桁
行
六
間
半
（
二
・
八
六
メ
ー
ト

ル
）
、
梁
行
七
間
（
一
三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
屋
根
は
一
重
の
切
妻
造
で

庫
裏
は
客
殿
の
北
側
に
あ
り
、
同
じ
東
西
棟
と
し
、
客
殿
と
並
行
し
て
建
つ
こ
と

に
な
る
。
幅
一
間
半
、
長
さ
三
問
半
の
板
敷
の
大
廊
下
に
よ
っ
て
客
殿
と
連
絡
し
て

い
る
。
庫
裏
の
西
側
背
面
に
は
書
院
が
接
続
し
て
た
っ
て
い
る
。

二
・
二
庫
裏

広
敷
、
台
所
の
上
部
は
天
井
が
な
く
吹
放
し
で
梁
組
、
小
屋
組
を
む
き
だ
し
に
露

呈
し
て
い
る
。
梁
は
太
い
も
の
と
、
細
い
も
の
と
が
あ
り
、
小
屋
束
も
比
較
的
新
し

い
も
の
と
古
い
も
の
と
が
あ
る
。
建
立
当
初
、
近
世
中
期
、
明
治
期
の
三
期
の
材
が

混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
梁
は
細
い
方
が
古
い
仕
上
げ
を
も
つ
。
太
い
目
の
梁
は

慶
安
の
と
き
と
明
治
こ
ろ
に
挿
入
き
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
広
敷
は
客
殿
に
通
じ

る
大
廊
下
や
寮
に
つ
な
が
り
、
い
わ
ば
院
内
の
広
場
的
な
性
格
を
も
っ
と
こ
ろ
と
い

え
る
。
古
い
庫
裏
遺
構
で
は
広
敷
に
接
し
て
茶
堂
が
あ
り
院
衆
の
会
合
、
喫
茶
ま
た

応
客
の
場
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
庫
裏
に
は
茶
堂
と
お
ぼ
し
き
室
が
な
い
。

し
い
て
い
え
ば
、
鉄
斎
の
画
が
あ
る
八
畳
間
を
候
補
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
じ

じ
つ
北
隣
の
霊
雲
院
庫
裏
で
は
こ
れ
に
相
当
す
る
室
に
茶
湯
を
た
て
る
施
設
が
あ
っ

て
茶
堂
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
当
庫
裏
で
は
広
敷
と
の
境
は
土
壁
に
な
っ

て
塞
が
れ
、
茶
湯
の
施
設
が
あ
っ
た
形
跡
も
見
あ
た
ら
な
い
。
一
般
的
に
は
茶
室
は

近
世
中
期
こ
ろ
か
ら
作
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
ろ
に
こ
の
室
が
改

造
さ
れ
た
も
の
と
推
定
き
れ
る
。

こ
の
室
の
北
側
に
は
広
敷
、
台
所
の
板
敷
に
そ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
内
部
を
前
後
に
分

桟
瓦
を
葺
い
て
い
る
。
正
面
は
三
斗
に
の
る
陸
虹
梁
上
に
大
瓶
束
を
た
て
て
棟
を
う

け
、
両
脇
に
海
老
虹
梁
と
い
う
典
型
的
な
妻
飾
り
を
も
つ
（
慶
安
期
の
も
の
）
。
こ

れ
に
た
い
し
背
面
妻
は
、
外
見
を
飾
る
必
要
も
な
い
の
で
、
半
間
間
隔
に
束
を
た
て

る
簡
素
な
か
た
ち
に
な
る
。

平
面
も
妙
心
寺
塔
頭
型
の
庫
裏
の
典
型
に
属
す
も
の
で
、
内
部
中
央
を
横
幅
全
体

に
広
敷
と
台
所
か
ら
な
る
広
い
板
間
が
横
断
し
、
そ
の
手
前
に
広
敷
庭
や
台
所
庭
の

土
間
や
八
畳
間
が
、
奥
に
は
居
室
数
室
が
並
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

四
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け
た
三
室
が
並
ぶ
。
一
般
に
は
納
所
寮
や
典
座
寮
な
ど
の
役
僧
の
居
場
所
に
な
っ
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鉄
斎
画
の
間
の
北
隣
に
は
、
広
敷
と
の
間
に
章
駄
天
を
安
置

す
る
小
仏
壇
間
や
二
段
に
な
っ
た
物
入
れ
、
二
階
へ
の
階
段
室
な
ど
の
あ
る
奥
行
き

一
間
の
間
と
八
畳
間
が
あ
る
。
そ
の
西
南
隅
は
書
院
に
接
す
る
た
め
、
八
畳
間
は
書

院
の
控
の
間
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
独
立
し
た
室
と
し
て
の
性
格
は
感
じ
ら
れ

な
い
。
内
装
は
比
較
的
新
し
く
、
鉄
斎
画
の
間
と
同
様
に
書
院
増
築
時
に
大
き
く
改

な
い
。
内
装
は
比
較
的
新
し
く
、
鉄
斎
画
の
間
と
同
様
に
書
院
増
垂

造
さ
れ
、
以
前
の
性
格
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
北
隣
す
な
わ
ち
台
所
の
西
奥
の
六
畳
間
は
押
入
れ
、
小
窓
な
ど
が
付
き
、
居

室
と
接
客
を
兼
ね
備
え
た
室
に
な
っ
て
い
る
。
面
皮
の
柱
を
も
ち
い
、
炉
を
き
る
な

ど
し
て
茶
室
的
に
構
成
き
れ
て
い
る
。
茶
堂
の
機
能
の
一
部
は
こ
こ
に
移
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
室
の
西
半
分
は
庇
部
分
で
あ
る
が
、
庇
を
増
設
し
た
の
は
元
禄

五
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
室
の
構
成
は
元
禄
五
年
を
遡
ら
な
い
。
現
状
の
よ
う
に
な

っ
た
の
は
さ
ら
に
遅
れ
て
幕
末
か
明
治
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
台
所
と
の
間
に
は
押
入

れ
が
介
在
し
て
、
さ
ら
に
長
二
畳
の
飯
台
座
と
な
っ
て
台
所
と
接
す
る
が
、
台
所
境

の
古
い
胴
差
は
溝
が
な
く
無
目
で
あ
っ
て
、
当
初
か
ら
内
側
が
飯
台
座
に
な
っ
て
い

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
、
そ
れ
か
ら
奥
に
は
当
初
部
材
が
残
ら
な
い
の
で
、
以
前

の
状
況
は
推
定
で
き
な
い
。

北
面
す
る
六
畳
間
と
床
付
の
二
畳
間
は
北
庇
を
改
造
し
た
と
こ
ろ
で
、
現
状
は
そ

う
古
い
も
の
で
は
な
い
し
、
当
初
の
形
も
明
ら
か
で
な
い
。

台
所
は
煉
瓦
製
な
が
ら
古
い
か
た
ち
の
七
つ
竈
を
の
こ
す
な
ど
、
ひ
と
昔
前
の
様

子
を
よ
く
伝
え
て
い
る
が
、
大
竈
は
広
敷
庭
側
に
焚
口
を
設
け
る
の
が
よ
り
古
式
で

あ
り
、
現
状
は
中
昔
の
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
塔
頭
庫
裏
が
台
所
を
近

代
風
に
改
造
し
て
し
ま
っ
て
い
る
な
か
に
あ
っ
て
、
以
前
の
姿
を
遺
す
も
の
と
し
て

貴
重
で
あ
る
。

建
立
庫
裏
の
西
南
隅
か
ら
西
側
に
突
き
出
す
か
た
ち
で
取
り
付
い
て
い
る
寄
棟

造
の
低
い
桟
瓦
葺
の
建
物
で
、
『
往
古
記
事
』
に
よ
れ
ば
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）

に
小
座
敷
・
小
庫
裏
を
撤
去
し
た
跡
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

構
成
桁
行
九
・
七
九
メ
ー
ト
ル
、
梁
行
五
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
規
模
の
も
の
で
、

南
西
北
の
三
方
に
半
間
の
榑
縁
を
ま
わ
し
、
内
部
は
大
小
五
室
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
西
を
上
手
と
し
、
八
畳
の
一
の
間
、
十
二
畳
の
こ
の
間
、
一
の
間
・
二
の
間
の

背
後
の
三
小
室
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
は
さ
ら
に
庫
裏
の
一
室
で
あ
る
鉄
斎
の

間
八
畳
に
つ
づ
く
が
、
そ
の
接
続
に
無
理
は
な
く
、
こ
の
間
と
く
ら
べ
て
時
代
的
な

差
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
書
院
建
立
に
と
も
な
っ
て
書
院
に
接

す
る
庫
裏
の
居
室
部
分
も
同
時
に
改
造
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
鉄
斎
画
の
間
に

は
書
院
の
三
の
間
と
し
て
の
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
と
き
の
改
造
の
結
果
か
と

思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
鉄
斎
画
の
間
は
普
通
は
納
所
寮
か
茶
室
が
あ
る

と
こ
ろ
で
、
か
な
ら
ず
広
敷
側
に
開
け
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
室
で
は
広
敷
側
は
壁
に

な
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
書
院
側
に
開
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
鉄
斎

の
問
は
以
前
の
も
の
と
は
違
っ
た
性
格
の
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

一
の
間
は
書
院
中
の
最
上
格
の
室
で
あ
っ
て
、
北
面
西
よ
り
に
は
床
の
間
が
あ
る
、

当
庫
裏
は
大
き
な
改
造
を
経
て
お
り
、
と
り
わ
け
居
室
部
は
原
形
を
留
め
な
い
ま

で
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
構
が
す
ぐ
な
い
慶
長
期
に
遡
る
部
材
を
の
こ
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
建
物
で
あ
る
。

二
・
三
書
院

四
一



準
作
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

一
の
問
と
こ
の
間
と
の
境
は
襖
で
仕
切
る
も
の
の
上
は
竹
の
節
欄
間
と
し
て
開
放
に

し
、
棹
縁
天
井
を
通
し
に
張
っ
て
い
て
、
一
の
間
と
二
の
間
の
一
体
性
を
高
い
も
の

に
し
て
い
る
。
一
の
間
の
西
面
、
一
の
間
と
二
の
間
の
南
面
は
低
い
腰
付
の
明
障
子

建
て
と
し
、
そ
の
外
側
に
雨
戸
を
引
く
。
雨
戸
は
縁
の
外
側
で
は
な
く
、
明
障
子
に

接
し
て
た
つ
も
の
で
、
入
側
柱
の
外
内
法
長
押
の
下
端
に
一
筋
溝
を
穿
っ
て
そ
こ
に

雨
戸
を
通
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
雨
戸
が
出
現
し
は
じ
め
る
こ
ろ
の
初
期
的
な
手
法

を
示
す
例
と
い
え
よ
う
。

書
院
の
北
側
は
一
間
幅
の
狹
屋
で
、
そ
れ
を
三
室
に
仕
切
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

床
の
間
の
裏
に
半
畳
余
の
物
入
れ
、
そ
の
東
に
一
の
間
と
襖
で
隔
て
ら
れ
る
二
畳
間
、

そ
の
次
に
二
の
間
の
裏
側
と
な
る
長
四
畳
間
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
奥
向
の
場
と
し
て

の
性
格
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
二
畳
、
四
畳
は
控
の
間
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
同
じ
山
内
に
あ
る
龍
泉
庵
書
院
の
用
例
な
ど
か
ら
す
る
と
、
院
主
の
居
所

あ
る
い
は
寝
間
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
う
し
た
書
院
は
庫
裏
内

に
あ
っ
て
応
接
・
会
合
の
場
で
あ
っ
た
茶
堂
の
応
接
機
能
を
発
展
さ
せ
て
、
そ
れ
を

庫
裏
外
に
設
け
る
か
た
ち
で
成
立
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
客
殿

あ
る
い
は
庫
裏
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
院
主
居
所
を
こ
こ
に
移
す
こ
と
も
兼
ね
た
可
能

性
も
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

軒
は
一
軒
の
疎
垂
木
で
、
屋
根
は
も
と
は
柿
葺
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
床
柱

や
軒
桁
に
杉
丸
太
を
用
い
る
な
ど
数
寄
屋
の
趣
を
も
つ
が
、
柱
は
面
取
角
柱
で
な
お

正
調
の
書
院
の
格
式
を
保
っ
て
い
る
。

基
本
的
に
は
二
室
構
成
の
小
型
書
院
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
は
建
立
年
次
が
寛

文
七
年
と
明
ら
か
で
、
建
築
と
し
て
の
内
容
も
よ
く
、
江
戸
時
代
の
小
型
書
院
の
基

＃
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客
殿
六
室
の
う
ち
、
佛
間
を
除
い
た
五
室
、
つ
ま
り
上
間
後
室
、
上
間
前
室
、
室

中
、
下
問
後
室
、
下
問
前
室
の
五
室
に
障
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
上
間
後
室
は
人

物
図
（
十
牛
図
）
、
上
間
前
室
は
山
水
図
（
濡
湘
八
景
図
）
、
室
中
は
獅
子
図
、
下
問

後
室
は
花
鳥
図
（
松
竹
梅
に
鶏
・
小
烏
）
、
下
問
前
室
は
花
鳥
図
（
松
に
鶴
、
柳
に

燕
、
芦
雁
）
で
あ
る
。
即
ち
入
口
に
近
い
方
に
花
鳥
図
、
奥
に
山
水
人
物
図
、
そ
し

て
室
中
に
動
物
画
を
描
く
。
動
物
を
室
中
に
描
く
の
は
新
し
い
傾
向
か
も
知
れ
な
い
。

す
べ
て
紙
本
墨
画
で
あ
る
。

上
間
後
室
は
、
廓
庵
の
十
牛
図
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
十
牛
図
の
図
像
は
南
宋
に

成
立
し
、
か
つ
て
は
南
宋
の
版
本
が
あ
り
、
室
町
時
代
に
五
山
の
覆
刻
本
が
通
行
し

て
流
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
図
像
に
よ
っ
て
い
る
。
東
側
は
壁
貼
付

一
面
（
襖
二
面
分
、
シ
ー
巴
と
襖
二
面
（
シ
畠
》
壇
う
ち
一
面
は
嵌
殺
し
）
、
南
側
は

襖
四
面
（
シ
、
届
．
岳
ゞ
屋
ゞ
扇
）
、
西
側
は
襖
四
面
（
シ
‐
伽
い
ち
ゞ
巨
）
、
北
側
も

『
聖
澤
院
往
古
記
事
』
に
よ
れ
ば
、
客
殿
の
障
壁
画
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
、

平
戸
藩
第
三
十
代
松
浦
壱
岐
守
棟
の
画
師
片
山
尚
景
が
上
京
し
た
つ
い
で
に
描
い
た

込
〕
の
と
い
》
っ
。

聖
澤
院
客
殿
の
障
壁
画

ｌ
片
山
尚
景
の
壁
貼
付
絵
と
襖
絵
Ｉ

｜
構
成

山
岡
泰
造

襖
四
面
（
ジ
ム
面
》
○
Ｊ
で
あ
る
。
十
牛
図
は
東
側
の
南
寄
り
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

時
計
の
針
廻
り
に
南
側
、
西
側
、
北
側
と
つ
づ
け
て
東
側
に
帰
っ
て
完
結
す
る
。
ま

ず
東
側
南
寄
り
に
尋
牛
第
一
（
シ
，
巳
、
南
側
の
両
端
に
見
跡
第
二
（
シ
‐
園
）
と
見

牛
第
三
（
シ
・
Ｅ
）
、
西
側
に
得
牛
第
四
（
シ
‐
己
）
と
牧
牛
第
五
（
シ
‐
巴
、
北
側
に
騎

牛
第
六
念
‐
ｇ
と
忘
牛
存
人
第
七
（
シ
‐
巴
、
そ
し
て
東
北
隅
（
シ
‐
ら
の
土
披
や

岩
や
枯
木
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
辺
り
が
、
お
そ
ら
く
人
牛
倶
忘
第
八
と
返
本
還
源

第
九
に
あ
た
り
、
東
側
の
壁
貼
付
部
に
入
鄙
垂
手
第
十
（
シ
‐
巴
が
描
か
れ
る
。
尋

牛
第
一
で
は
樹
木
の
横
出
す
る
懸
崖
の
下
を
一
人
の
男
が
手
に
綱
を
も
っ
て
、
振
り

返
り
な
が
ら
歩
い
て
い
る
。
見
跡
第
二
で
は
男
は
右
手
で
綱
を
握
り
、
左
手
で
前
方

を
指
差
し
な
が
ら
凝
視
し
つ
つ
進
む
。
見
牛
第
三
で
は
、
男
の
姿
は
斜
め
後
か
ら
描

か
れ
、
岩
蔭
に
入
ろ
う
と
す
る
牛
の
尻
を
追
っ
て
い
る
。
こ
の
見
跡
第
二
と
見
牛
第

三
が
両
端
に
描
か
れ
た
南
側
が
、
上
間
後
室
で
は
構
図
が
最
も
明
確
な
と
こ
ろ
で
、

二
人
の
人
物
の
間
（
シ
‐
屋
》
室
）
に
二
重
に
地
面
を
劃
定
し
、
手
前
に
大
き
な
岩
、

彼
方
に
高
い
峯
を
配
す
。
見
跡
の
人
物
の
前
に
は
柏
樹
（
？
）
を
、
見
牛
の
人
物
の

前
に
は
柳
樹
を
描
く
。
つ
ま
り
画
面
中
央
に
奥
行
き
と
高
ざ
を
明
示
す
る
岩
と
山
を

置
き
、
そ
の
両
側
に
樹
木
と
人
物
を
配
す
る
と
い
う
求
心
的
な
構
図
で
あ
る
。
残
り

の
西
北
両
側
は
、
事
象
を
並
列
し
た
だ
け
で
、
特
に
画
面
構
成
へ
の
配
盧
は
見
ら
れ

な
い
。
北
側
の
忘
牛
存
人
第
七
は
、
人
は
家
中
に
、
牛
は
牛
小
屋
に
、
隣
り
合
わ
せ

に
描
か
れ
、
人
と
牛
が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
。
石
鼓
希
夷
の
和
頌
に
よ
れ
ば
、
「
欄

内
、
牛
の
山
よ
り
楚
い
出
す
無
し
。
」
と
い
っ
て
お
り
、
小
屋
の
中
に
牛
は
い
な
い

筈
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
き
ち
ん
と
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
廓
庵
の
「
牛
も
也

た
空
じ
、
人
も
也
た
閑
な
り
。
」
の
気
分
を
む
し
ろ
よ
く
表
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

上
間
前
室
は
、
東
西
に
大
襖
四
面
、
北
側
に
襖
四
面
、
西
側
に
襖
六
面
、
南
側
に

四
六



襖
四
面
、
計
十
八
面
に
、
瀞
湘
八
景
を
描
い
て
い
る
。
東
側
宙
‐
Ｆ
蝉
興
ら
に

南
か
ら
北
へ
、
山
市
晴
嵐
・
洞
庭
秋
月
・
煙
寺
晩
鐘
、
北
側
宙
‐
口
⑨
式
巴
に

東
か
ら
西
へ
、
繍
湘
夜
雨
と
江
天
暮
雪
、
西
側
宙
わ
．
己
↓
巨
』
脚
屋
↓
屋
ゞ
扇
）

に
北
か
ら
南
へ
、
漁
村
夕
照
と
平
沙
落
雁
、
南
側
に
遠
浦
帰
帆
が
配
当
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
構
図
が
明
確
な
の
は
、
東
側
宙
』
↓
脚
蝕
む
で
、
向
か
っ
て
左
方
に
、

近
景
に
爆
布
、
遠
景
に
山
と
塔
と
楼
観
を
大
き
く
描
き
、
画
面
中
央
部
を
広
潤
に
し

て
、
向
か
っ
て
右
方
に
中
景
の
辺
り
に
山
陰
の
聚
落
を
描
く
。
そ
こ
に
は
茅
屋
・
竹

林
・
樹
木
・
人
物
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
左
右
の
景
を
結
び
付
け
る
よ
う
に
、
中
央

宙
‐
巴
は
土
波
を
繋
ぐ
橋
が
架
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
上
を
人
物
が
三
人
、
聚
落
を

め
ざ
し
て
渡
っ
て
行
く
。
こ
の
橋
を
中
心
と
し
て
遠
山
を
も
含
ん
だ
空
漠
と
し
た
一

帯
は
、
月
は
見
え
な
い
が
恐
ら
く
洞
庭
秋
月
に
配
当
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
北
側
の

向
か
っ
て
右
寄
り
、
山
裾
に
隠
見
す
る
竹
林
に
か
こ
ま
れ
た
茅
屋
数
棟
を
描
く
と
こ

ろ
は
繍
湘
夜
雨
、
向
か
っ
て
左
寄
り
の
大
き
く
遠
山
を
外
量
で
描
く
と
こ
ろ
は
江
天

暮
雪
、
西
側
の
向
か
っ
て
右
寄
り
三
面
に
間
近
に
茅
屋
・
網
干
・
漁
舟
を
描
き
、
淡

く
遠
山
を
隠
見
さ
せ
る
辺
り
が
漁
村
夕
照
、
向
か
っ
て
左
寄
り
三
面
は
平
沙
落
雁
で
、

間
近
く
漁
舟
を
二
艘
、
そ
の
彼
方
の
汀
渚
に
五
羽
の
雁
が
、
飛
来
す
る
三
群
の
落
雁

を
迎
え
て
い
る
。
南
側
に
は
向
か
っ
て
右
手
前
の
土
壌
の
上
に
風
に
吹
か
れ
る
樹
木
、

そ
の
左
手
斜
奥
に
三
艘
の
追
風
を
受
け
る
帆
船
、
こ
れ
が
遠
浦
帰
帆
。
そ
の
向
か
っ

て
左
手
に
は
高
低
に
隠
見
す
る
士
玻
の
か
げ
に
樹
叢
と
聚
落
が
配
さ
れ
、
淡
く
遠
山

が
霞
ん
で
い
る
。
上
間
前
室
は
東
側
を
除
い
て
構
図
に
と
り
と
め
が
な
く
、
莊
々
と

し
た
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
れ
は
室
町
時
代
以
来
の
蒲
湘
八
景
の
伝
統
を
意
識
し
た

た
め
で
も
あ
ろ
う
。

室
中
は
、
北
側
（
正
面
）
に
襖
八
面
、
東
西
両
面
に
そ
れ
ぞ
れ
大
襖
四
面
づ
っ
、

南
側
に
正
面
扉
の
左
右
に
襖
二
面
づ
っ
、
計
二
十
面
の
襖
に
連
続
し
て
獅
子
の
さ
ま

ざ
ま
な
姿
態
を
描
い
て
い
る
が
、
よ
く
見
る
と
北
側
・
東
側
・
西
側
と
そ
れ
ぞ
れ
ま

と
ま
っ
た
構
図
を
と
っ
て
お
り
、
南
側
は
東
西
両
側
に
繋
が
っ
て
い
る
。
北
側
・
東

側
・
西
側
の
う
ち
で
も
、
北
側
が
中
心
で
、
そ
れ
を
中
尊
と
す
れ
ば
、
東
西
両
側
は

そ
の
脇
侍
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。

北
側
は
、
中
央
の
四
面
の
襖
合
勺
、
伽
Ｐ
己
）
に
、
三
つ
の
岩
の
間
か
ら
生
え

る
牡
丹
に
向
か
っ
て
、
飼
旬
し
な
が
ら
近
づ
い
て
前
足
を
片
方
、
牡
丹
に
向
か
っ
て

上
げ
る
一
頭
の
獅
子
を
描
き
、
左
右
の
襖
二
面
づ
っ
（
○
口
◎
屋
》
届
）
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
獅
子
を
一
頭
、
岩
と
竹
と
を
添
え
て
描
い
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
側
の
獅

子
は
、
平
た
く
這
い
つ
く
ば
い
、
頭
は
反
対
方
向
に
向
け
な
が
ら
、
目
玉
だ
け
は
中

央
の
獅
子
を
見
て
い
る
。
向
か
っ
て
左
側
の
獅
子
は
、
中
央
の
獅
子
に
背
を
向
け
て

座
り
、
右
前
足
を
上
げ
て
い
る
が
、
頭
部
は
ふ
り
返
っ
て
や
は
り
中
央
の
獅
子
を
見

て
い
る
。
牡
丹
と
獅
子
を
中
幅
と
し
、
岩
と
竹
を
配
し
た
獅
子
を
両
脇
に
置
く
と
い

う
、
三
幅
対
の
よ
う
な
構
成
を
示
し
て
い
る
。

室
中
東
側
の
大
襖
四
面
台
』
》
い
い
ｅ
に
は
、
中
央
に
高
く
大
き
く
滝
を
落

し
、
そ
の
前
方
の
向
か
っ
て
右
側
に
、
四
足
を
踏
ん
ば
っ
て
立
ち
上
り
、
尻
尾
を
聲

立
さ
せ
る
獅
子
と
、
向
か
っ
て
左
側
に
力
を
篭
め
て
跨
る
よ
う
に
座
る
獅
子
と
を
描

く
。
二
頭
の
獅
子
は
、
視
線
を
互
い
に
反
対
方
面
に
、
つ
ま
り
画
面
の
両
端
の
方
に

向
け
て
い
る
。
滝
の
水
は
流
れ
て
南
側
の
二
面
の
襖
合
・
弓
』
巴
に
繋
が
り
、
土

波
に
当
た
っ
て
波
頭
を
立
て
渦
巻
い
て
い
る
。
西
側
の
大
襖
四
面
（
○
房
』
農

園
↓
屋
）
に
は
、
中
央
に
低
く
急
潭
を
描
き
、
水
は
岩
の
問
を
流
れ
る
。
そ
の
上
方
、

向
か
っ
て
右
側
に
は
、
四
足
を
踏
ん
ば
っ
て
躍
る
よ
う
に
立
ち
上
り
、
尻
尾
を
高
く

挙
げ
た
獅
子
を
、
向
か
っ
て
左
側
に
は
、
土
玻
の
か
げ
に
隠
れ
る
よ
う
に
罰
旬
し
て
、

四
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目
玉
だ
け
を
キ
ョ
ロ
つ
か
せ
て
い
る
獅
子
を
描
く
。
右
側
の
獅
子
は
這
い
つ
く
ば
っ

て
正
面
を
見
す
え
る
。
こ
こ
で
も
東
側
と
同
じ
く
獅
子
の
視
線
は
合
っ
て
い
な
い
。

画
面
の
向
か
っ
て
右
寄
り
行
，
岳
）
、
西
北
隅
に
近
い
辺
り
に
、
手
前
に
急
流
と
土

壌
、
上
方
に
遠
山
の
一
角
を
描
く
。
反
対
側
、
西
南
隅
寄
り
右
‐
孟
）
に
は
手
前
に

岩
、
奥
に
松
竹
を
配
し
、
そ
れ
に
続
く
南
側
の
襖
二
面
合
‐
弓
↓
屍
）
に
は
、
岩
を

巡
っ
て
波
頭
を
立
て
な
が
ら
流
れ
る
水
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
西
側
中
央
部
の

急
潭
の
流
れ
の
末
で
あ
ろ
う
。

北
側
合
‐
口
。
剴
鈎
Ｐ
ご
》
匡
》
届
）
で
は
三
頭
の
獅
子
を
三
尊
形
式
の
よ

う
に
並
べ
、
東
西
両
側
で
は
、
一
方
で
高
く
懸
る
滝
の
左
右
に
、
他
方
で
低
く
流
れ

る
急
潭
の
左
右
に
、
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
上
る
獅
子
と
葡
萄
あ
る
い
は
鱒
る
獅
子
を
描
い

て
い
る
。
そ
し
て
北
側
に
対
し
て
東
西
両
側
は
、
宛
も
中
尊
に
対
す
る
両
脇
侍
の
よ

う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
室
中
は
他
の
四
室
に
比
べ
る
と
、
明
確
な
構
成
を
示
す

よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

下
問
後
室
は
、
東
側
、
北
側
、
南
側
に
襖
四
面
づ
っ
と
西
側
に
壁
貼
付
一
面
（
襖

二
面
分
）
と
襖
二
面
（
う
ち
一
面
は
嵌
殺
し
）
か
ら
成
る
。
南
側
ｅ
・
岳
》
屋
》

直
』
巴
は
両
端
に
太
い
竹
幹
を
二
三
本
配
し
て
、
向
か
っ
て
左
に
頭
を
挙
げ
る
雄

鶏
、
向
か
っ
て
右
に
餌
を
つ
い
ば
む
雌
鶏
と
雛
鳥
を
二
羽
描
く
、
西
側
ｅ
‐
鱒
己
．

匡
）
に
は
、
南
側
か
ら
の
続
き
に
竹
を
背
に
し
た
雄
鶏
を
一
羽
描
き
、
向
か
っ
て

右
手
、
北
側
寄
り
に
梅
の
大
樹
を
置
く
。
梅
の
幹
に
は
尾
長
烏
が
止
ま
っ
て
い
る
。

北
側
ｅ
口
ゆ
式
巴
は
、
西
北
隅
を
中
心
に
左
右
に
分
か
れ
る
よ
う
に
梅
の
大

木
を
置
き
、
向
か
っ
て
右
手
、
東
側
に
続
く
と
こ
ろ
に
軽
く
竹
を
添
え
る
。
東
側

ｅ
』
》
脚
囚
と
は
、
中
央
や
、
北
寄
り
に
、
手
前
か
ら
松
樹
の
頂
、
梅
樹
の
頂
、

太
い
松
の
幹
の
中
央
部
を
、
斜
め
奥
の
方
向
に
配
列
し
、
地
面
は
見
え
な
い
。
但
し
、

南
側
に
続
く
部
分
に
は
土
壌
と
二
本
の
竹
ｅ
‐
己
を
描
い
て
い
る
。
南
側
の
雌
雄

の
鶏
を
両
端
に
置
く
場
面
で
は
、
平
坦
な
地
面
を
は
っ
き
り
表
し
て
い
る
が
、
東
側

の
三
本
の
樹
木
の
上
方
の
み
を
示
し
て
地
面
を
描
か
な
い
や
り
方
と
対
照
的
で
あ
る
。

西
側
と
北
側
で
は
土
波
や
岩
や
笹
な
ど
を
隠
見
さ
せ
、
地
面
と
水
面
が
交
錯
す
る
よ

う
に
描
い
て
い
る
。
画
面
に
余
白
が
多
い
こ
と
、
景
物
の
連
続
が
必
ず
し
も
合
理
的

で
な
い
こ
と
、
視
点
が
遠
近
高
低
に
移
動
す
る
こ
と
な
ど
が
、
片
山
尚
景
の
画
風
の

特
色
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
南
側
ｅ
，
眉
》
屋
》
宝
》
扇
）
で
は
近
景
の
土
玻

の
彼
方
に
竹
林
や
遠
山
を
並
べ
て
、
遠
近
が
合
理
的
で
あ
る
。
一
室
の
構
成
の
う
ち
、

ど
こ
か
一
面
に
明
確
で
安
定
し
た
構
図
を
置
く
の
も
、
尚
景
の
特
色
と
い
え
る
か
も

知
れ
な
い
。

各
画
面
に
は
、
巧
み
に
小
禽
が
配
さ
れ
て
、
画
面
に
生
活
の
気
を
与
え
て
い
る
。

東
側
で
は
梅
樹
の
頂
の
上
方
で
、
二
羽
の
雀
が
一
羽
は
上
に
、
一
羽
は
下
に
向
か
っ

て
飛
ん
で
い
る
。
南
側
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
雌
雄
の
鶏
と
雛
鳥
を
描
き
、
こ

こ
で
は
点
景
と
い
う
よ
り
主
題
と
し
て
強
調
き
れ
て
い
る
。
西
側
で
は
先
に
あ
げ
た

雄
鶏
と
尾
長
烏
の
ほ
か
に
、
梅
の
枝
に
止
ま
っ
て
見
下
す
雀
と
、
岩
の
上
に
止
ま
っ

て
見
上
げ
る
雀
と
が
呼
応
し
て
い
る
ｅ
わ
）
己
）
。
北
側
で
は
梅
の
枝
に
止
ま
る
鵯

烏
と
飛
行
す
る
鵯
烏
と
を
組
合
せ
て
い
る
。
小
禽
の
配
置
に
つ
い
て
、
飛
ん
で
い
る

か
止
ま
っ
て
い
る
か
、
何
を
狙
っ
て
い
る
か
反
対
の
方
向
を
見
て
い
る
か
、
上
昇
し

て
い
る
か
下
降
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
細
か
く
配
慮
し
て
、
各
画
面
を
生
気

づ
け
て
い
る
。

下
問
前
室
は
、
南
北
両
側
に
襖
四
面
づ
っ
、
東
側
に
襖
六
面
、
西
側
に
大
襖
四
面
、

計
十
八
面
の
襖
に
、
松
竹
梅
と
柳
に
鶴
・
叺
々
烏
・
雁
・
燕
を
描
く
。
北
側
臼
勺
》

伽
鱒
ご
）
は
中
央
部
に
間
近
く
岩
と
竹
を
置
き
、
そ
の
上
方
に
左
右
に
分
か
れ
て

四
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立
ち
上
が
る
二
本
の
太
い
松
を
描
く
。
そ
の
向
か
っ
て
左
側
に
は
芙
蓉
が
咲
き
、
西

側
に
続
く
と
こ
ろ
に
小
さ
く
岩
と
土
岐
と
竹
を
描
く
。
向
か
っ
て
右
側
に
は
、
東
側

に
続
く
芦
雁
が
描
か
れ
て
い
る
。
西
側
の
大
襖
四
面
ａ
‐
巨
》
息
．
届
｝
哀
）
に
は

ま
と
ま
っ
た
構
図
で
松
鶴
を
描
く
。
向
か
っ
て
左
端
に
松
の
大
木
が
右
方
に
向
か
っ

て
大
き
な
枝
を
伸
ば
し
、
そ
の
下
で
一
羽
の
鶴
が
頭
を
挙
げ
て
喉
い
て
い
る
。
向
か

っ
て
右
方
に
は
、
遠
く
に
滝
が
流
れ
落
ち
、
そ
の
手
前
、
低
い
岩
の
向
う
に
、
頭
を

下
げ
て
餌
を
あ
さ
る
鶴
を
一
羽
置
く
。
松
と
滝
、
暢
び
上
が
る
鶴
と
傭
向
く
鶴
が
、

画
面
の
両
端
で
遠
近
軽
重
の
変
化
を
つ
け
な
が
ら
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
中
間
の
岩

の
上
に
叺
々
烏
が
一
羽
白
‐
届
）
、
羽
づ
く
ろ
い
を
し
て
い
る
。
画
面
手
前
下
方
に

土
波
が
断
続
し
、
中
景
に
葦
が
隠
見
し
、
向
か
っ
て
右
よ
り
に
は
雪
山
と
思
わ
れ
る

遠
山
の
稜
線
が
み
え
る
。
こ
の
西
側
が
下
問
前
室
で
は
最
も
よ
く
纏
ま
っ
て
充
実
し

土
波
が
断
続
し
、
中
皇
星

遠
山
の
稜
線
が
み
え
る
。

東
側
は
、
北
側
の
続
き
に
枯
葦
の
間
に
降
り
立
つ
二
羽
の
雁
宙
，
巴
を
描
き
、

一
羽
は
北
側
の
端
に
描
か
れ
た
降
下
し
て
来
る
一
羽
を
迎
え
、
他
の
一
羽
は
向
か
っ

て
右
か
ら
降
下
し
て
来
る
一
羽
を
迎
え
て
い
る
。
土
玻
の
彼
方
に
は
、
か
す
か
に
遠

山
が
連
な
っ
て
い
る
。
東
側
の
南
寄
り
宙
‐
岸
巴
，
向
か
っ
て
右
手
に
は
柳
の
大
木

を
描
き
、
燕
が
三
羽
、
あ
る
い
は
枝
に
止
ま
り
、
あ
る
い
は
水
平
飛
行
し
、
あ
る
い

は
宙
返
り
を
し
て
い
る
。
南
側
筒
‐
扇
』
・
弓
．
畠
）
の
東
側
に
続
く
箇
所

目
・
岳
）
に
は
、
も
う
一
羽
の
燕
が
柳
に
向
か
っ
て
飛
び
、
そ
の
背
後
に
か
す
か
に

遠
山
が
み
え
る
。
南
側
は
、
中
央
部
に
梅
樹
を
描
き
、
そ
の
向
か
っ
て
左
方
で
、
鵺

鵤
が
二
羽
、
一
羽
は
見
下
し
つ
つ
飛
翔
し
、
他
は
岩
に
止
ま
っ
て
相
手
を
見
上
げ
て

い
る
。
西
南
隅
に
は
、
西
側
か
ら
続
く
松
の
枝
の
下
に
、
外
量
の
遠
山
が
み
え
る
。

下
問
前
室
は
、
松
に
鶴
が
冬
、
芦
雁
が
秋
、
柳
に
燕
が
夏
、
鵺
鶇
も
夏
、
梅
が
春

た
構
成
を
示
し
て
い
る
。

と
、
時
計
の
針
の
逆
廻
り
に
四
季
を
連
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
西
側
の
松
鶴
図
に
ア

ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
、
残
り
の
双
松
・
芦
雁
・
柳
燕
・
梅
等
は
軽
淡
に
配
置
し
て
い

う
（
》
０

以
上
、
構
成
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
室
中
は
全
画
面
に
亙
っ
て
綿
密
な
計
算
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
四
室
に
つ
い
て
は
、
室
の
ど
こ
か
一
面
だ
け
を
明
確
に
構

成
し
、
あ
と
は
構
成
と
い
う
程
の
も
の
を
示
き
ず
、
坦
々
と
景
物
を
配
列
し
て
い
る
。

従
っ
て
四
室
は
空
漠
と
し
た
感
じ
が
つ
よ
い
。
因
み
に
明
確
な
構
成
を
持
つ
画
面
は
、

上
間
後
室
の
南
側
、
下
問
後
室
の
南
側
、
上
間
前
室
の
東
側
、
下
問
前
室
の
西
側
で
、

こ
の
位
置
に
つ
い
て
も
配
盧
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

片
山
尚
景
に
つ
い
て
は
土
井
次
義
氏
の
研
究
「
妙
心
寺
の
障
壁
画
と
片
山
尚
景
」

（
『
禅
文
化
』
第
二
号
、
花
園
大
学
禅
文
化
研
究
会
、
昭
和
三
十
年
九
月
）
が
唯
一
で

あ
る
。
そ
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
片
山
尚
景
の
伝
記
を
載
せ
る
文
献
は
、
前

田
香
雪
の
「
後
素
談
叢
」
と
森
大
狂
の
「
近
古
藝
苑
叢
談
」
の
二
書
で
、
い
ず
れ
も

尚
景
の
末
喬
片
山
尚
彦
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
二
書
に
よ
れ

ば
、
尚
景
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
京
都
に
生
れ
、
父
は
片
山
正
信
（
号
は
隆
也
）

で
狩
野
興
以
の
門
人
、
祖
父
片
山
立
徳
は
眼
科
医
で
、
興
以
の
師
狩
野
光
信
に
学
ん

だ
。
尚
景
は
名
は
親
信
、
通
称
弥
兵
衛
で
、
は
じ
め
父
に
学
び
、
長
じ
て
狩
野
尚
信

に
入
門
し
、
松
浦
肥
前
守
鎮
信
に
招
跨
さ
れ
て
平
戸
藩
の
絵
師
と
な
っ
た
。
宝
永
二

年
（
一
七
○
五
）
、
七
十
八
才
で
法
橋
に
叙
せ
ら
れ
、
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
八

十
一
才
で
平
戸
の
亀
岡
城
の
障
壁
画
を
描
き
、
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
、
新
造
の

二
筆
者
片
山
尚
景
の
系
譜

四
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内
裏
に
他
の
諸
家
と
共
に
描
い
た
。
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
八
十
六
才
、
平
戸
に

帰
り
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
九
月
九
日
、
九
十
才
で
没
し
た
。

以
上
の
土
井
氏
の
紹
介
を
平
戸
の
松
浦
史
料
館
の
「
増
補
藩
臣
譜
略
」
（
註
）
そ

の
他
で
補
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
片
山
尚
景
が
松
浦
肥
前
守
鎮
信
に
召
出
き
れ

た
の
は
三
十
七
才
の
と
き
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
で
、
現
米
三
拾
五
合
七
人
扶

持
を
賜
っ
た
。
尚
景
一
族
は
平
戸
藩
松
浦
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
四
家
に

分
れ
た
。
尚
景
の
長
男
片
山
常
知
は
父
の
後
を
継
ぎ
、
鎮
信
の
次
の
三
十
代
松
浦
壱

岐
守
棟
に
仕
え
、
狩
野
養
朴
常
信
に
学
び
、
そ
の
修
業
料
と
し
て
金
子
十
両
二
人
扶

持
を
賜
っ
た
。
三
代
目
の
片
山
常
知
（
知
久
助
）
は
奥
医
師
と
同
じ
待
遇
を
う
け
、

大
小
性
に
な
っ
た
。
次
男
片
山
元
達
は
、
松
浦
壱
岐
守
棟
の
時
、
元
禄
十
三
年
（
一

七
○
○
）
長
崎
か
ら
招
膀
さ
れ
、
三
十
一
代
松
浦
肥
前
守
篤
信
の
時
、
大
小
性
と
な

っ
た
。
そ
の
二
代
目
片
山
仙
左
衛
門
は
元
達
の
養
子
で
、
材
木
方
山
奉
行
や
御
船
作

事
方
を
つ
と
め
、
大
納
戸
役
頭
か
ら
志
佐
筋
郡
代
、
相
神
筋
郡
代
を
経
て
大
小
性
と

な
り
、
平
戸
筋
郡
代
と
な
っ
た
。
七
拾
石
を
給
せ
ら
れ
て
い
る
。
三
男
片
山
辨
六
は
、

十
三
才
の
時
、
松
浦
肥
前
守
鎮
信
に
仕
え
、
五
合
三
人
扶
持
銀
十
枚
を
給
せ
ら
れ
た
。

そ
の
四
代
目
の
片
山
辨
六
（
繁
次
郎
）
は
、
藩
校
維
新
館
の
句
讃
師
と
な
り
、
判
事

役
か
ら
御
船
作
事
方
役
頭
、
さ
ら
に
御
蔵
奉
行
と
な
っ
た
。
四
男
片
山
尚
仙
は
、
京

都
に
い
た
が
、
二
十
八
才
の
時
、
松
浦
肥
前
守
鎮
信
に
召
出
さ
れ
、
現
米
三
拾
石
五

合
二
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
尚
景
及
び
そ
の
長
男
家
と
同
じ
待
遇
で
あ
る
。

翌
年
二
十
九
才
の
時
、
命
を
受
け
て
江
戸
に
行
き
、
狩
野
如
川
周
信
に
師
事
し
た
。

そ
の
後
、
御
側
医
師
格
の
待
遇
を
受
け
、
大
小
性
と
な
っ
た
。
そ
の
二
代
目
は
尚
斎

甫
道
で
周
信
の
弟
、
随
川
甫
信
に
師
事
し
た
ら
し
い
。
三
代
目
が
尚
栄
、
四
代
目
が

尚
栄
、
五
代
目
が
尚
仙
、
六
代
目
が
先
に
土
井
氏
の
紹
介
さ
れ
た
片
山
尚
彦
で
、
尚

栄
の
子
、
文
政
末
年
に
江
戸
に
生
れ
、
十
八
才
で
江
戸
に
出
て
住
吉
弘
貫
に
学
び
、

二
十
五
才
で
平
戸
に
帰
り
、
藩
主
の
近
習
と
し
て
絵
事
に
た
ず
さ
わ
り
、
明
治
三
十

三
年
か
三
十
四
年
頃
東
京
で
没
し
た
。
明
治
十
七
年
の
第
二
回
絵
画
共
進
会
に
出
品

し
て
銀
印
章
を
う
け
て
い
る
。
馬
場
強
氏
に
よ
れ
ば
、
片
山
尚
景
の
弟
の
尚
俊
は
、

平
戸
藩
窯
で
あ
る
三
川
内
窯
の
絵
師
山
内
長
兵
衛
豊
英
の
養
子
と
な
り
、
田
中
与
兵

衛
尚
俊
と
名
乗
り
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
、
御
用
窯
役
御
絵
師
に
な
っ
た
と

い
う
。
（
馬
場
強
「
三
川
内
焼
と
平
戸
藩
の
御
用
絵
師
Ｉ
付
・
三
川
内
焼
の
今
日

的
課
題
ｌ
」
）
。

尚
景
の
長
男
常
知
が
狩
野
養
朴
常
信
に
、
四
男
尚
仙
が
如
川
周
信
に
、
そ
の
子
尚

斎
が
随
川
甫
信
に
つ
い
た
こ
と
は
、
尚
景
自
身
が
狩
野
尚
信
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
と

合
わ
せ
て
、
片
山
家
が
木
挽
町
狩
野
系
の
絵
師
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
こ
と
が

松
浦
藩
の
御
用
絵
師
と
な
る
原
因
で
あ
り
、
ま
た
松
浦
家
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

狩
野
家
と
の
関
係
も
深
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
古
画
備
考
』
巻
四
十
一
の
狩
野
門

人
譜
二
に
も
、
狩
野
興
以
の
門
人
と
し
て
父
片
山
正
信
（
号
閑
少
斎
）
を
あ
げ
、
尚

景
（
号
眠
雲
斎
）
を
狩
野
尚
信
の
門
人
と
推
定
し
、
そ
の
遺
作
に
松
浦
肥
前
守
鎮
信

の
賛
が
多
い
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
四
十
三
の
狩
野
門
人
譜
四
に
は
、
主
馬
尚

信
の
門
人
と
し
て
、
林
作
之
丞
信
春
・
狩
野
徳
入
信
吉
・
尚
景
の
三
人
を
あ
げ
る
。

巻
四
十
一
に
は
「
法
橋
尚
景
筆
」
の
落
款
と
「
尚
景
」
の
方
印
を
、
巻
四
十
三
に
は
、

「
尚
景
」
筆
の
落
款
と
「
尚
景
」
壺
印
を
の
せ
る
。
ま
た
巻
四
十
五
の
禁
裏
御
造
営

部
類
に
は
、
「
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
十
一
月
六
日
遷
幸
新
造
内
裡
、
書
図
賢
聖

図
、
銘
近
衛
摂
政
、
絵
法
眼
養
朴
」
と
あ
り
、
新
造
内
裏
の
絵
師
の
主
宰
者
は
狩
野

常
信
と
し
、
片
山
尚
信
も
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
藤
岡
通
夫
氏
の
『
京
都
御

所
』
（
彰
国
社
、
昭
和
三
十
一
年
七
月
）
に
よ
れ
ば
、
「
禁
裏
院
中
御
造
営
之
節
御
奉

五
○



行
役
人
御
手
伝
諸
役
人
其
外
御
用
掛
り
名
付
帳
」
よ
り
、
狩
野
安
信
の
孫
、
時
信
の

子
の
主
信
永
叔
（
中
橋
狩
野
）
、
探
幽
の
長
子
の
探
信
守
政
（
鍛
冶
橋
狩
野
）
、
探
幽

の
子
で
洞
雲
益
信
の
養
子
の
洞
春
福
信
、
狩
野
門
人
の
柳
雪
、
永
叔
の
門
人
の
林
叔

武
信
・
永
梁
包
信
が
江
戸
か
ら
上
洛
し
て
描
い
た
が
、
賢
聖
障
子
に
つ
い
て
は
筆
者

が
記
き
れ
て
お
ら
ず
、
江
戸
表
で
画
か
れ
、
探
信
・
洞
春
・
柳
雪
ら
の
協
力
に
よ
る

の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
「
禁
裏
御
絵
割
並
坪
附
」
（
『
御
絵
割
付
帳
』
）
に
よ
れ
ば
、

木
挽
町
狩
野
で
は
如
川
周
信
が
小
御
所
の
廊
下
と
常
御
殿
の
中
間
中
段
に
描
い
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
片
山
尚
景
は
長
橋
之
内
の
御
輿
寄
東
之
間
に
惣
金
地
に
官
女
遊
の

図
を
描
い
て
い
る
。

松
浦
家
に
つ
い
て
い
え
ば
第
二
十
九
代
松
浦
鎮
信
（
天
祥
公
）
の
時
代
は
先
代
隆

信
（
宗
陽
公
）
の
激
動
の
時
代
を
受
け
て
、
安
定
し
た
基
礎
を
固
め
る
時
代
で
あ
っ

た
。
隆
信
の
時
代
に
は
、
豊
臣
氏
の
滅
亡
、
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
の
商
館
の
開
設
、

キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
な
ど
多
事
で
は
あ
っ
た
が
、
平
戸
藩
は
着
実
に
力
を
つ
け
た
。

鎮
信
は
元
和
八
年
（
一
七
○
三
）
に
生
ま
れ
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
○
三
）
に
没
し

て
い
る
が
、
家
督
在
位
は
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
か
ら
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

で
あ
る
。
鎮
信
と
そ
の
子
第
三
十
代
棟
（
雄
香
公
）
の
二
代
は
、
第
三
十
四
代
清
（
静

山
公
）
の
時
代
と
と
も
に
平
戸
藩
の
最
も
治
積
が
顕
著
な
時
代
で
あ
っ
た
。
鎮
信
は

藩
士
の
切
支
丹
嫌
疑
に
つ
い
て
は
父
隆
信
と
親
交
の
あ
っ
た
江
月
宗
玩
を
招
い
て
巧

み
に
解
決
し
、
山
鹿
素
行
と
は
江
戸
の
板
倉
重
矩
邸
で
荘
子
斉
物
論
の
講
義
を
聴
い

て
以
来
親
交
を
重
ね
、
彼
の
た
め
に
江
戸
の
積
徳
堂
を
作
っ
た
、
明
暦
元
年
（
一
六

五
五
）
に
素
行
の
弟
平
馬
（
義
行
）
を
藩
臣
と
し
て
召
抱
え
、
そ
の
嫡
男
高
基
に
鎮

信
の
孫
女
を
配
し
て
禄
を
与
え
、
高
基
の
子
高
臣
も
藩
臣
で
あ
っ
た
。
鎮
信
は
茶
の

湯
を
多
賀
左
近
や
金
森
宗
和
、
織
田
有
楽
や
小
堀
遠
州
の
門
人
速
見
頓
斎
に
学
ん
だ

が
、
石
州
片
桐
貞
昌
宗
関
に
つ
い
て
会
得
し
、
以
後
石
州
流
を
基
本
に
し
て
他
流
か

ら
取
捨
選
択
し
一
流
を
開
い
た
。
石
州
同
門
の
藤
林
宗
源
、
細
川
三
斎
の
高
弟
の
一

尾
伊
織
、
利
休
の
婿
円
乗
坊
の
養
子
古
市
宗
庵
ら
と
も
交
わ
っ
た
。
平
戸
藩
で
は
、

朝
鮮
の
役
に
際
し
て
陶
工
を
連
行
し
中
野
焼
を
は
じ
め
た
が
、
寛
永
十
四
年
（
一
六

三
七
）
、
巨
関
の
子
今
村
三
之
丞
に
三
川
内
に
開
窯
せ
し
め
、
藩
窯
と
し
て
白
磁
染

付
を
焼
い
た
。
但
し
亀
岡
城
の
整
備
は
、
幕
府
を
悼
っ
て
、
次
代
の
壱
岐
守
棟
（
雄

香
公
）
の
時
代
に
持
ち
越
さ
れ
た
。
片
山
尚
景
一
族
を
招
膀
し
た
の
も
こ
の
鎮
信
で

あ
る
。
尚
景
の
師
狩
野
尚
信
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
○
）
年
、
尚
景
二
十
三
才
の
時

に
没
し
、
尚
景
は
三
十
七
才
の
時
、
平
戸
に
来
て
い
る
。
そ
の
後
法
橋
に
な
っ
た
が
、

そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
鎮
信
の
文
化
振
興
政
策
の
一
環
と
し

て
招
聰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
十
代
壱
岐
守
棟
（
雄
香
公
）
は
鎮
信
の
長
子
で
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に

生
れ
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
没
し
て
い
る
。
棟
は
元
禄
十
六
年
（
一
七
○

三
）
、
亀
岡
城
の
再
建
に
つ
い
て
幕
府
の
許
可
を
得
、
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
山

鹿
流
に
よ
り
着
工
し
、
完
成
は
没
後
の
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
で
あ
る
が
、
宝
永

四
年
（
一
七
○
七
）
に
は
お
館
よ
り
二
の
丸
御
殿
に
移
徒
し
て
い
る
。
こ
の
亀
岡
城

（
平
戸
城
）
の
本
丸
御
殿
に
は
、
床
・
棚
・
帳
台
の
つ
い
た
皇
帝
の
間
・
鶴
の
間
・

鷺
の
間
・
松
竹
の
間
・
梅
の
間
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
尚
景
が
お
そ
ら
く
子
息
た
ち

と
共
に
描
い
た
。
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
に
は
、
城
の
西
門
の
外
の
幸
橋
を
木

橋
か
ら
ア
ー
チ
式
の
石
橋
に
作
り
変
え
て
い
る
。
ま
た
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
、

大
島
の
江
月
庵
を
移
し
て
俊
林
山
雄
香
寺
を
創
建
し
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に

開
山
堂
を
建
て
て
、
盤
珪
永
琢
を
開
基
と
し
た
。
な
お
現
在
、
赤
堂
と
呼
ば
れ
る
開

山
堂
に
は
、
盤
珪
禅
師
と
二
代
の
妙
光
禅
師
大
階
祖
壁
と
雄
香
公
棟
の
、
そ
れ
ぞ
れ

五
一



像
と
墓
所
が
あ
り
、
向
っ
て
右
側
の
突
出
部
を
作
っ
て
、
三
十
一
代
篤
信
（
松
英
公
）

の
墓
所
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
松
浦
家
歴
代
の
墓
所
も
雄
香
寺
に
あ
る
。
雄
香
寺

は
妙
心
寺
聖
澤
派
で
あ
り
、
そ
の
縁
由
に
よ
っ
て
片
山
尚
景
は
妙
心
寺
の
聖
澤
院
を

は
じ
め
、
小
方
丈
、
霊
雲
院
、
東
海
庵
等
に
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
以
上
、
こ
の

項
は
岡
部
椙
介
編
『
史
都
平
戸
ｌ
年
表
と
史
談
ｌ
』
、
松
浦
史
料
博
物
館
、

平
成
四
年
三
月
、
七
版
ほ
か
参
照
）
。

次
に
遺
品
と
そ
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
土
井
次
義
氏
の
前
掲
害
に

よ
る
と
、
建
仁
寺
両
足
院
の
障
壁
画
に
つ
い
て
、
現
存
し
な
い
が
両
足
院
の
雲
外
東

竺
和
尚
の
備
忘
録
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
五
年
壬
午
（
一
七
○
二
）
の
条
に
「
当
院
客

殿
襖
障
子
、
令
片
山
尚
景
図
画
、
始
子
十
月
廿
二
日
、
終
干
廿
九
日
、
晦
日
ハ
泥
ヲ

引
」
と
あ
る
。
ま
た
、
大
徳
寺
正
受
院
の
客
殿
画
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
現
存
し
な
い

が
、
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
に
「
客
殿
中
ノ
間
墨
画
列
仙
狩
野
興
以
筆
／
礼
の

間
同
山
水
同
寿
石
筆
／
檀
那
ノ
問
同
山
水
尚
景
筆
」
と
あ
り
、
寛
永
十
三

年
（
一
六
三
六
）
に
没
し
た
狩
野
興
以
の
絵
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
狩
野
寿
石
（
享

保
三
年
・
一
七
一
八
年
没
）
と
片
山
尚
景
（
享
保
二
年
・
一
七
一
七
年
没
）
が
追
加

し
て
制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
。
興
以
は
尚
景
の
父
片
山
正
信
の
師
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
遺
跡
に
尚
景
が
描
く
こ
と
も
頷
け
る
。
本
法
寺
の
日
親
の
行
状
を
描
い
た
「
開
山

日
親
上
人
徳
行
図
巻
」
一
巻
に
は
、
巻
末
に
二
十
七
世
日
達
の
奥
書
が
あ
り
、
「
開

山
日
親
上
人
一
代
徳
行
之
図
／
画
所
片
山
尚
景
七
十
七
歳
而
／
拭
老
眼
抽
丹
青
自
書

以
永
／
為
寺
鎮
／
宝
永
元
（
一
七
○
四
）
甲
申
歳
八
月
日
／
当
住
廿
七
世
／
成
遠
院

三
遺
品
と
制
作
年
代

／
日
達
（
花
押
）
」
と
あ
り
、
そ
の
最
後
の
一
段
に
「
法
橋
尚
景
筆
」
の
落
款
と
「
尚

景
」
（
朱
文
方
印
）
が
あ
る
。
但
し
、
「
後
素
談
叢
」
と
「
近
古
藝
苑
叢
談
」
で
は
尚

景
の
法
橋
叙
任
は
宝
永
二
年
（
一
七
○
五
）
と
あ
る
。
妙
心
寺
東
海
庵
の
書
院
の
障

壁
画
の
う
ち
、
両
側
二
室
に
描
か
れ
た
水
墨
山
水
図
に
つ
い
て
は
、
東
海
庵
の
古
記

の
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
十
月
の
条
に
、
「
一
、
同
書
院
ノ
絵
、
尚
景
へ
申
付
、

依
之
謝
物
銀
拾
枚
贈
進
」
と
あ
る
。
同
じ
妙
心
寺
中
の
霊
雲
院
書
院
の
三
室
、
就
中
、

水
墨
山
水
画
と
水
墨
花
鳥
画
を
描
い
た
二
室
の
障
壁
画
、
妙
心
寺
小
方
丈
の
南
側
三

室
の
障
壁
画
（
水
墨
山
水
画
一
室
、
水
墨
花
鳥
画
二
室
）
は
東
海
庵
の
も
の
と
類
似

し
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
三
頃
、
す
な
わ
ち
聖
澤
院
の
障
壁
画
と
も
同
時
期
に

描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
小
方
丈
に
つ
い
て
は
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
に
、
「
小

方
丈
花
鳥
図
／
片
山
尚
景
画
／
杉
戸
花
鳥
／
同
筆
」
と
あ
り
、
南
縁
の
西
端
に

杉
戸
二
枚
も
尚
景
の
筆
と
す
る
。
霊
雲
院
に
つ
い
て
は
、
現
方
丈
が
元
禄
に
新
造
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
書
院
も
そ
の
頃
整
備
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
小
方
丈
も
建

物
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
旧
王
鳳
院
の
建
物
を
移
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
元

禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
に
修
理
さ
れ
て
い
る
。
土
井
次
義
氏
に
よ
れ
ば
、
霊
雲
院

書
院
の
帳
台
構
の
あ
る
室
の
著
色
の
桐
に
鳳
凰
図
は
、
狩
野
常
信
の
系
統
に
属
す
る

作
風
で
あ
る
か
ら
、
尚
景
筆
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
妙
心
寺
桂
春
院
に
文

殊
像
の
掛
軸
（
絹
本
淡
彩
）
が
あ
る
と
い
う
。

次
に
平
戸
に
現
存
す
る
尚
景
の
作
品
に
つ
い
て
。

一
、
平
戸
浦
の
町
天
満
宮
拝
殿
の
「
三
十
六
歌
仙
扁
額
」
三
十
六
枚
（
金
箔
地
に
絹

本
著
色
画
貼
付
）
は
、
銘
文
に
よ
る
と
元
禄
五
年
（
一
六
九
三
、
天
祥
公
松
浦

鎮
信
七
十
一
才
賛
、
片
山
尚
景
六
十
五
才
筆
と
あ
り
、
伝
統
的
な
大
和
絵
の
作
風

で
あ
る
。
（
天
戸
城
保
管
）
。

五
一

一



二
、
「
泰
岳
公
松
浦
久
信
（
第
二
十
七
代
）
像
」
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
、
尚

景
五
十
七
才
筆
で
あ
る
が
未
見
。
（
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
）
。

三
、
「
中
布
袋
唐
子
、
脇
竜
虎
」
三
幅
対
（
絹
本
墨
画
）
は
、
制
作
年
代
不
明

で
あ
る
が
、
元
禄
十
五
年
頃
の
妙
心
寺
の
障
壁
画
と
比
較
す
る
と
、
筆
致
・
形
姿

と
も
に
柔
ら
か
い
。
（
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
）
。

四
、
「
大
晴
祖
壁
頂
相
」
（
絹
本
著
色
）
は
、
大
階
の
自
賛
と
「
法
橋
尚
景
八
十
八
歳

筆
」
の
落
款
と
「
尚
景
」
（
朱
文
鼎
印
）
が
あ
る
。
尚
景
は
正
徳
五
年
（
一
七
一

五
）
に
描
い
て
い
る
が
、
大
階
の
自
賛
に
は
末
尾
に
「
潟
山
溶
長
老
、
絵
予
幻
質

請
讃
／
享
保
四
己
亥
歳
冬
結
制
令
辰
／
再
住
法
山
大
階
祖
壁
自
題
」
と
あ
り
、
享

保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
後
賛
で
あ
る
。
（
図
一
・
二
・
三
・
四
）
。
大
階
祖
壁
は

雄
香
寺
二
世
で
あ
る
が
、
事
実
上
の
開
山
で
あ
り
、
漏
山
恵
溶
は
第
三
世
で
あ
る
。

雄
香
寺
に
は
歴
代
の
頂
相
が
あ
り
、
片
山
尚
斎
筆
の
も
の
も
あ
る
が
、
尚
景
の
こ

の
作
品
が
最
も
力
強
い
。
（
雄
香
寺
蔵
）
。
な
お
、
雄
香
寺
と
松
浦
史
料
博
物
館
に

は
、
松
浦
家
歴
代
の
肖
像
画
が
あ
り
、
当
然
、
片
山
尚
景
及
び
そ
の
子
孫
の
筆
に

か
か
る
も
の
が
多
い
筈
で
あ
る
が
、
後
考
に
俟
っ
。

五
、
「
寿
老
図
」
（
紙
本
墨
画
、
掛
軸
、
縦
一
○
○
・
○
、
横
二
八
・
六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
）
は
、
「
法
橋
尚
景
筆
」
の
落
款
、
「
尚
景
」
の
白
文
方
印
が
あ
り
、
巣
雲
老

嬰
の
賛
が
あ
る
。
巣
雲
と
称
す
る
者
に
は
美
濃
加
藤
氏
に
文
竜
院
海
嶽
巣
雲
（
加

藤
泰
済
）
が
居
る
が
不
明
、
若
し
こ
の
巣
雲
と
す
れ
ば
後
賛
で
あ
る
。
（
雄
香
寺

蔵
・
図
五
・
図
六
）
・

六
、
「
臨
済
像
」
（
紙
本
墨
画
、
掛
軸
、
縦
一
○
五
・
○
、
横
四
五
・
八
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
）
は
、
落
款
印
章
が
な
い
が
、
寺
伝
で
尚
景
筆
と
い
う
。
画
風
・
筆
致
か
ら

も
尚
景
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
本
図
は
大
徳
寺
真
珠
庵
の
伝
蛇
足
筆
の
「
臨
済
像
」

の
写
し
で
あ
り
、
図
上
に
大
徳
寺
第
四
一
○
世
心
海
宗
研
の
後
賛
が
あ
る
。
（
雄

香
寺
蔵
・
図
七
）
・

七
、
「
花
烏
図
」
襖
絵
四
面
（
紙
本
墨
画
淡
彩
、
一
面
、
縦
一
六
六
・
○
、
横
八
七
・

八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
。
「
法
橋
尚
景
八
十
六
歳
筆
」
の
落
款
と
「
尚
景
」
白
文
方

印
が
あ
り
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
作
で
あ
る
。
四
面
の
向
か
っ
て
右
端
に
、

松
の
根
本
と
幹
の
上
方
を
あ
ら
わ
し
、
幹
は
一
旦
画
面
の
外
へ
出
て
再
び
上
方
に

あ
ら
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
隣
接
の
画
面
に
亙
っ
て
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

画
面
上
方
に
は
二
面
に
亙
っ
て
大
き
く
湾
曲
す
る
松
の
枝
を
伸
ば
し
、
画
面
下
方

に
は
土
壌
が
参
差
し
、
梅
と
竹
が
低
く
生
え
、
岩
が
点
在
す
る
。
こ
こ
に
片
足
を

上
げ
て
立
つ
鶴
と
、
親
鳥
を
振
り
返
り
な
が
ら
歩
む
雛
鶴
を
描
く
、
向
か
っ
て
左

方
の
二
面
に
は
水
面
が
広
が
り
、
鴛
鴦
が
、
雄
は
土
波
の
上
に
立
ち
、
雌
は
遊
泳

す
る
。
水
面
の
彼
方
に
は
遠
山
が
隠
見
し
、
画
面
左
端
に
は
右
方
の
松
に
対
し
て

柳
が
配
さ
れ
、
下
方
に
は
葦
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
四
面
は
春
夏
の

二
季
を
表
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
松
の
枝
に
は
白
頭
翁
が
止
ま
り
、
梅
の
上

方
を
小
鳥
が
飛
ぶ
。
親
鶴
に
は
頭
に
朱
、
羽
根
が
胡
粉
が
施
さ
れ
、
雄
の
お
し
ど

り
に
は
羽
根
や
頬
に
代
潴
が
差
さ
れ
て
い
る
。
妙
心
寺
の
一
連
の
障
壁
画
に
比
べ

る
と
表
現
が
繊
細
で
柔
ら
か
い
。
こ
の
四
面
で
首
尾
完
結
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
が
、
伝
来
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
（
宮
津
市
、
真
照
寺
蔵
・
図
八
・
図
九
）
。

遺
品
の
蒐
集
は
未
だ
不
完
全
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
作
風
を
考
察
し
て
、

尚
景
の
絵
画
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
推
測
し
て
み
た
い
。
尚
景
の
大
画
面
の
水
墨
画

四
片
山
尚
景
の
作
風

五



か
ら
受
け
る
印
象
は
、
虚
白
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
景
物
は
大
き
く
伸
び
や
か
に

描
か
れ
て
い
る
が
、
実
体
感
に
乏
し
い
。
尚
景
が
学
ん
だ
狩
野
尚
信
、
そ
し
て
兄
の

探
幽
、
弟
の
安
信
に
は
じ
ま
る
江
戸
狩
野
の
作
風
は
、
永
徳
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、

そ
の
子
光
信
・
孝
信
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
作
風
を
一
変
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
徳
川
幕
府
が
前
の
時
代
を
否
定
し
て
、
新
し
い
文
化
を
つ
く
る
た
め
の
政
策
の

一
環
で
あ
っ
た
。
永
徳
は
簡
単
に
い
え
ば
、
現
実
の
空
間
の
印
象
を
画
面
に
お
い
て

実
現
し
た
。
そ
の
作
風
は
、
画
面
と
現
実
空
間
と
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し

た
。
そ
の
よ
う
な
画
面
空
間
に
人
物
や
花
鳥
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は

実
体
感
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
江
戸
狩
野
は
、
現
実
空
間
と
画
面
空
間

の
関
係
を
断
絶
し
、
い
わ
ば
観
念
的
な
空
間
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
た
め
に
雪
舟
を

は
じ
め
と
す
る
室
町
時
代
の
水
墨
画
や
大
和
絵
的
な
表
現
を
利
用
し
、
画
面
の
余
白

の
効
果
を
活
用
し
た
。
未
だ
二
十
才
に
も
満
た
ぬ
探
幽
三
兄
弟
を
し
て
こ
の
よ
う
な

転
向
を
可
能
に
し
た
の
が
、
狩
野
長
信
や
狩
野
興
以
ら
の
指
導
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

政
策
的
な
転
向
で
あ
っ
た
。
特
に
興
以
は
観
念
的
な
構
成
と
復
古
主
義
的
傾
向
を
は

っ
き
り
示
し
て
い
る
。
片
山
尚
景
も
余
白
を
最
大
限
に
活
用
し
て
作
画
し
て
い
る
が
、

江
戸
狩
野
と
は
違
っ
て
一
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
江
戸
狩
野
の
筆
法
は
、
重
い

運
筆
と
豊
か
な
肥
痩
表
現
で
景
物
に
重
厚
な
実
在
感
を
与
え
て
い
る
が
、
尚
景
の
筆

法
は
軽
淡
か
つ
圭
角
的
で
、
景
物
自
体
に
は
先
に
虚
白
と
表
現
し
た
よ
う
に
実
体
感

に
乏
し
い
。
し
か
し
そ
の
空
間
表
現
に
お
い
て
江
戸
狩
野
よ
り
も
、
む
し
ろ
リ
ァ
リ

テ
ィ
を
持
ち
、
そ
れ
は
桃
山
時
代
の
残
響
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
長
谷
川

等
伯
に
み
ら
れ
る
み
ず
み
ず
し
い
空
間
感
覚
に
繋
が
る
も
の
が
あ
る
。
片
山
尚
景
に

似
た
作
風
を
も
つ
画
家
と
し
て
は
、
同
時
代
の
山
口
雪
渓
が
い
る
。
雪
渓
に
つ
い
て

は
大
橋
乗
保
氏
の
諸
論
孜
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
（
大
橋
乗
保
「
山
口
雪
渓
の
画

蹟
」
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
研
究
報
告
『
人
文
』
三
○
号
、
昭
和
五
十
七

年
二
月
ほ
か
）
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
生
ま
れ
で
、
尚
景
よ
り
二
十
才
下
で
、

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
八
十
才
の
作
品
が
あ
り
、
没
年
は
不
明
で
あ
る
。
画
域

は
尚
景
と
同
じ
く
水
墨
画
か
ら
着
色
画
、
山
水
画
か
ら
佛
画
・
頂
相
ま
で
広
汎
に
亙

っ
て
い
る
。
筆
致
は
軽
淡
で
圭
角
的
で
、
画
面
に
余
白
が
多
く
、
景
物
の
実
体
感
が

希
薄
で
あ
る
。
白
井
華
陽
の
『
画
乗
要
略
』
に
よ
れ
ば
、
探
幽
画
風
が
皮
相
に
流
れ

古
意
を
失
っ
た
の
に
対
し
て
、
雪
舟
と
牧
渓
を
追
慕
し
て
一
格
を
成
し
た
と
い
う
。

但
し
雪
渓
は
尚
景
に
比
べ
る
と
、
筆
数
が
多
く
、
描
写
が
や
や
蕪
雑
で
、
そ
こ
に
民

間
の
画
家
と
大
名
家
の
絵
師
と
の
差
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
は
、
応
挙
に

は
じ
ま
る
新
し
い
町
人
感
覚
に
基
づ
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
出
現
の
前
段
階
、
あ
る
い
は

桃
山
時
代
の
町
衆
感
覚
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
新
し
い
町
人
感
覚
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
繋
ぐ

位
置
を
占
め
る
画
家
と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
み
ず
み
ず

し
い
空
間
感
覚
は
、
狩
野
本
流
よ
り
も
む
し
ろ
長
谷
川
等
伯
や
片
山
尚
景
や
山
口
雪

渓
と
い
っ
た
民
間
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
育
成
ざ
れ
保
存
さ
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

註
「
増
補
藩
臣
譜
略
」
（
松
浦
史
料
博
物
館
）

片
山
四
家現

米
三
拾
石
初
代
尚
景
四
男

一
五
合
散
人
扶
持
片
山
尚
仙

京
都
二
罷
有
候
虚
廿
八
歳
二
而
天
祥
院
様
御
代
被
召
出
當
御
地
江
罷
下
現
米
三
拾
石
試
人
扶

持
被
下
置
候
翌
年
江
戸
江
被
指
越
狩
野
如
川
二
御
附
被
成
候
先
祖
書
同
名
知
久
助
方
ｆ
指
出

申
候
元
文
五
申
八
月
先
年
常
知
相
勤
候
通
御
側
医
師
之
格
二
被
仰
付
延
享
四
夘
十
二
月
大

五
四



小
性
被
召
成
寛
延
二
巳
年
死
去

現
米
三
拾
石
二
代

一
五
合
散
人
扶
持
片
山
尚
齋

寛
延
三
年
三
月
家
督
無
相
違
被
下
之
宝
暦
十
一
巳
五
月
廿
一
日
大
小
性
被
仰
付
安
永
八
亥

九
月
三
日
死
去

現
米
三
拾
石
三
代

一
五
合
試
人
扶
持
片
山
尚
加

安
永
八
亥
十
月
廿
八
日
尚
斎
跡
式
無
相
違
被
仰
付
同
年
十
二
月
十
五
日
御
次
江
罷
出
候
様

被
仰
付
文
政
八
酉
八
月
十
二
日
死
去

現
米
三
十
石
四
代

一
五
合
試
人
扶
持
片
山
尚
栄

文
政
八
酉
十
一
月
十
四
日
跡
式
無
相
違
被
仰
付
同
十
一
子
七
月
廿
六
日
御
近
習
医
師
之
格

被
仰
付
天
保
元
十
二
月
十
六
日
家
業
爲
稽
古
出
府
被
仰
付
但
ン
御
供
二
加
リ
罷
越
候
同
三
辰

六
月
七
日
江
戸
よ
り
下
着
弘
化
元
辰
二
月
十
一
日
大
小
性
被
仰
付
安
政
六
末
二
月
十
三
日
死

去

現
米
三
拾
石
五
代

一
五
合
試
人
扶
持
片
山
尚
仙

安
政
六
未
四
月
九
日
亡
父
尚
栄
跡
式
被
仰
付
萬
延
元
申
二
月
十
七
日
御
近
習
医
師
之
格
被

仰
付

一
祖
父
片
山
隆
也
父
尚
景
兄
常
知
家
督
等
之
儀
者
同
名
知
久
助
方
よ
り
書
上
申
候
通
二
御
座

候

初
代

片
山
元
達

雄
香
院
様
御
代
元
禄
十
三
年
辰
年
長
崎
よ
り
罷
越
候
前
↓
一
両
度
茂
御
目
見
仕
罷
在
候
二
付
毎

度
御
前
江
被
召
出
當
時
御
心
附
毎
月
御
米
三
俵
春
銀
五
枚
冬
御
米
拾
俵
拝
領
仕
候
尚
景
隠

居
常
知
減
家
督
御
仰
付
候
節
常
知
部
屋
住
而
稽
古
料
二
被
下
置
候
金
子
拾
両
二
人
扶
持
直
二

私
江
被
下
置
御
番
入
被
仰
付
其
後
御
合
力
米
二
十
俵
被
下
置
候
松
英
院
様
御
代
宛
行
御
結

拾
五
人
扶
持
被
仰
付
候
享
保
十
三
申
七
月
七
日
大
小
性
被
仰
付
寛
保
三
亥
年
死
去

高
七
拾
石
二
代
初
蘭
助
又
弥
兵
衛

片
山
仙
左
衛
門

寛
保
三
亥
年
元
達
末
期
養
子
相
続
相
願
家
督
被
仰
付
延
享
五
辰
正
月
道
方
被
仰
付
寛
延

三
午
十
月
御
材
木
方
山
奉
行
被
仰
付
宝
暦
二
申
八
月
廿
八
日
御
船
作
事
方
被
仰
付
同
六
子

三
月
十
三
日
大
納
戸
役
頭
被
仰
付
同
五
月
十
八
日
志
佐
筋
郡
代
被
仰
付
同
七
丑
八
月
十
三

日
相
神
浦
筋
郡
代
被
仰
付
同
九
夘
五
月
朔
日
大
小
性
一
被
召
成
明
和
二
酉
六
月
平
戸
筋
郡

代
被
仰
付
御
役
之
内
米
五
俵
被
下
置
同
年
九
月
中
老
嫡
子
格
被
仰
付
安
永
元
辰
七
月
五
日

願
之
通
郡
代
役
御
免
同
二
巳
九
月
十
七
日
死
去

（
中
略
）

片
山
隆
也

現
米
三
拾
石
二
代

一
五
合
七
人
扶
持
片
山
尚
景

天
祥
院
様
御
代
三
拾
七
歳
而
召
出
現
米
三
拾
石
七
人
扶
持
被
下
置
候
狩
野
尚
信
門
下
而

御
座
候

現
米
三
拾
石
三
代

一
五
合
七
人
扶
持
片
山
常
知

雄
香
院
様
御
代
狩
野
養
朴
江
御
附
被
成
絵
稽
古
料
金
子
十
両
散
人
扶
持
被
下
置
候
四
拾
試

歳
二
而
尚
景
家
督
無
相
違
被
下
置
候

初
代

京
都
住
居
仕
候

山
隆
也五

五



（
中
略
）

五
合
三
人
扶
持
四
代
初
繁
次
郎

一
銀
拾
枚
片
山
辨
六

寛
政
十
二
申
十
一
月
九
日
先
祖
辨
六
ヨ
リ
被
下
来
候
高
無
相
違
被
下
置
享
和
元
酉
八
月
十
八

日
御
小
性
組
二
組
入
被
仰
付
文
化
元
子
十
二
月
十
九
日
維
新
館
江
日
々
罷
出
候
二
付
出
勤
扶

持
被
下
置
文
化
二
丑
十
月
十
九
日
句
読
師
被
仰
付
同
六
巳
三
月
五
日
判
事
役
被
仰
付
同
年

六
月
五
日
御
船
作
事
方
役
頭
被
仰
付
同
十
酉
八
月
五
日
御
船
作
事
方
役
頭
被
指
免
文
政
元

寅
八
月
五
日
御
蔵
奉
行
被
仰
付
文
政
三
辰
二
月
十
七
日
御
蔵
奉
行
被
指
外
天
保
八
酉
十
二

月
五
日
隠
居
同
九
戊
五
月
廿
二
日
死
去

上
候

五
合
三
人
扶
持
初
代
尚
景
三
男

一
銀
十
枚
片
山
辨
六

天
祥
院
様
江
十
三
歳
一
而
被
召
出
江
戸
江
御
供
仕
候
虚
殿
様
江
御
附
被
成
三
人
扶
持
銀
十
枚
被

下
置
候
虚
天
祥
院
様
奉
旨
御
機
嫌
平
戸
江
被
指
下
候
翌
年
被
指
免
三
人
扶
持
被
下
置
御
広

間
御
番
相
勤
罷
有
候
虚
松
英
院
様
御
代
銀
拾
枚
被
下
置
候
先
祖
之
儀
同
名
知
久
助
方
よ
り
申

五
合
五
人
扶
持
四
代
初
知
久
助
又
栄
寿

一
米
二
拾
俵
片
山
常
知

御
香
院
様
御
代
五
才
之
時
常
知
相
果
候
付
五
人
扶
持
被
下
置
候
元
文
二
巳
十
二
月
十
五

日
年
〃
御
合
力
米
廿
俵
宛
被
下
置
宝
暦
六
子
二
月
奥
御
医
師
同
前
被
仰
付
明
和
三
戊
九
月

大
小
性
被
仰
付
安
永
八
亥
十
二
月
二
日
願
之
通
隠
居
被
仰
付
壱
人
扶
持
被
下
置
天
明
五
巳

四
月
廿
九
日
死
去

（
以
下
略
）

（
中
略
）

五
六
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聖
澤
院
書
院
一
之
間
及
び
二
之
間
に
は
、
木
挽
町
狩
野
家
六
代
の
狩
野
栄
川
院
典

信
の
襖
絵
及
び
壁
貼
付
絵
が
あ
る
。
書
院
一
之
間
か
ら
見
て
い
く
と
、
一
之
間
の
正

面
壁
、
つ
ま
り
北
側
の
床
之
間
の
壁
貼
付
一
面
令
巴
に
は
、
松
樹
を
モ
テ
ィ
ー

フ
に
し
た
「
山
水
図
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
山
水
図
」
の
床
壁
貼
付
の
左
側
面
壁

に
は
、
落
款
を
記
し
た
壁
面
言
‐
巴
が
あ
り
、
「
中
務
卿
法
眼
榮
川
藤
原
典
信
画
」

の
款
記
と
「
典
信
之
印
」
の
白
文
方
印
が
見
ら
れ
る
。
加
え
て
、
床
壁
貼
付
の
右
側

面
壁
弓
。
己
に
は
白
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
山
水
図
の
余
白
部
分
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
東
側
の
襖
四
面
言
岸
↓
脚
蝕
ら
及
び
そ
れ
に
続
く
北
側
の
襖
二

面
含
‐
口
巴
に
は
、
「
騏
麟
図
」
の
襖
六
面
が
あ
る
。
材
質
は
す
べ
て
紙
本
墨
画

で
あ
る
。
続
く
隣
室
の
書
院
二
之
間
を
見
て
い
く
と
、
こ
こ
に
は
南
側
の
廊
下
に
面

し
て
襖
一
面
（
の
‐
巳
、
続
く
東
側
に
は
襖
四
面
（
の
‐
い
い
少
切
裏
面
は
富
岡
鐵

齋
に
よ
る
襖
四
面
）
、
北
側
に
は
襖
四
面
Ｓ
，
◎
式
伽
巴
と
そ
れ
に
続
く
壁
貼
付

一
面
合
’
二
）
、
西
側
に
は
襖
四
面
Ｓ
・
ロ
．
届
ゞ
屋
、
匡
）
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

計
十
四
面
の
襖
絵
の
主
題
は
、
「
竹
林
七
賢
図
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
材
質
は
書
院
一
之
間
の
襖
絵
と
同
様
に
紙
本
墨
画
で
あ
る
。

さ
て
、
画
面
の
損
傷
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
指
摘
し
て
お
く
と
、
ま
ず
書
院
一
之

聖
澤
院
書
院
の
障
壁
画

Ｉ
狩
野
栄
川
院
典
信
及
び
富
岡
鐵
齋
の
壁
貼
付
絵
と
襖
絵
１
１

中
谷
伸
生

｜
狩
野
栄
川
院
典
信
の
壁
貼
付
絵
と
襖
絵

問
の
北
側
に
あ
る
床
之
間
の
壁
貼
付
令
巴
で
は
、
画
面
右
端
上
部
か
ら
下
部
に

至
る
ま
で
、
大
き
な
〈
染
み
〉
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
加
え
て
、
書
院
二
之
間
の
南

側
の
壁
貼
付
一
面
（
の
‐
己
に
は
、
画
面
中
央
に
縦
長
の
〈
裂
傷
〉
が
見
ら
れ
、
下

半
部
に
も
大
き
な
〈
裂
傷
〉
に
よ
る
損
傷
が
見
ら
れ
る
。
他
の
作
品
は
、
所
々
若
干

の
損
傷
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。

木
挽
町
狩
野
家
六
代
の
栄
川
院
典
信
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
○
）
に
生
ま
れ

た
。
幼
名
は
庄
三
郎
で
、
白
玉
斎
と
称
し
た
。
『
古
書
備
考
』
巻
三
十
八
の
狩
野
譜

に
よ
る
と
、
「
先
生
幼
而
嗣
焉
、
勵
二
志
丹
青
、
遂
極
二
其
妙
、
聲
名
高
二
干
天
下

也
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
父
の
四
代
栄
川
古
信
が
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
二
に

三
十
六
歳
で
死
去
す
る
と
と
も
に
、
養
父
の
五
代
受
川
玄
信
も
ま
た
十
七
歳
で
早
世

し
た
こ
と
か
ら
、
母
妙
性
尼
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
い
ま
だ
二
歳
に
す
ぎ

な
い
幼
少
時
に
跡
目
と
な
っ
た
。
九
代
将
軍
吉
宗
時
代
の
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）

に
お
目
見
え
し
、
吉
宗
は
幼
い
典
信
を
特
別
扱
い
に
し
て
可
愛
が
っ
た
と
い
う
。
さ

ら
に
、
吉
宗
退
位
後
も
、
旗
本
に
列
せ
ら
れ
る
な
ど
、
十
代
将
軍
家
治
や
田
沼
意
次

に
深
く
寵
愛
さ
れ
た
。
ま
た
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
の
朝
鮮
通
信
史
来
日
の
折
に

は
、
朝
鮮
国
王
へ
の
献
上
用
屏
風
絵
二
双
を
担
当
し
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
三

に
法
眼
の
位
を
得
て
中
務
卿
を
許
さ
れ
、
木
挽
町
に
移
る
以
前
の
宝
暦
十
三
年
（
一

七
六
三
）
、
つ
ま
り
竹
川
町
家
に
い
た
時
期
に
、
奥
御
用
絵
師
と
な
る
。
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）
に
は
、
祐
清
ら
と
描
い
た
屏
風
絵
が
、
朝
鮮
国
王
に
贈
呈
さ
れ
た
。

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
表
御
医
師
並
と
な
っ
て
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に

田
沼
意
次
か
ら
木
挽
町
の
土
地
を
拝
領
し
、
竹
川
町
か
ら
木
挽
町
に
移
り
、
以
後
木

挽
町
狩
野
家
を
名
乗
っ
て
、
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
に
は
法
印
に
叙
せ
ら
れ
栄
川

院
と
称
し
た
。
そ
の
間
の
事
情
は
、
や
は
り
『
古
書
備
考
』
巻
三
十
八
の
狩
野
譜
に

一
ハ
一
ハ



「
旦
夕
侍
一
一
壹
事
於
中
、
恩
遇
日
渥
、
拝
二
法
眼
、
門
地
比
二
官
瞥
、
又
賜
以
二
御

書
、
永
藏
二
於
家
↑
、
又
賜
二
第
地
於
江
都
城
東
采
女
原
而
住
焉
、
寛
進
二
法
印
↓
、

准
二
許
榮
川
院
號
、
其
乞
特
恩
異
レ
衆
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
晩
年
に
は
紫
震
殿

の
賢
聖
障
子
絵
の
担
当
と
な
っ
て
下
命
を
受
け
、
す
べ
て
の
下
絵
類
を
用
意
し
て
上

京
と
な
っ
た
が
、
作
品
完
成
を
果
た
せ
ず
、
制
作
途
上
の
寛
政
二
年
（
一
七
九
○
）

に
六
○
歳
で
没
し
て
い
る
。
以
上
の
年
譜
を
踏
ま
え
て
、
聖
澤
院
の
床
之
間
左
右
側

壁
二
面
を
含
め
た
計
二
十
三
面
の
制
作
年
を
割
り
出
す
と
、
書
院
床
の
間
左
側
壁
の

「
中
務
卿
法
眼
榮
川
藤
原
典
信
画
」
の
款
記
か
ら
、
典
信
が
法
眼
で
あ
っ
た
宝
暦
十

二
年
（
一
七
六
二
）
か
ら
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
、
つ
ま
り
、
典
信
が
三
十
二
歳

か
ら
四
十
九
歳
に
至
る
制
作
力
旺
盛
な
時
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

『
聖
澤
院
往
古
記
事
』
に
よ
る
と
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
に
片
山
尚
景
が
、

廊
下
を
挟
ん
で
書
院
の
南
に
位
置
す
る
客
殿
の
室
中
や
上
間
前
室
及
び
後
室
、
下
問

前
室
及
び
後
室
の
障
壁
画
を
描
い
た
と
い
う
が
、
そ
う
す
る
と
典
信
は
、
尚
景
に
遅

れ
る
こ
と
約
六
十
年
な
い
し
八
十
年
後
に
、
書
院
の
作
品
の
制
作
に
着
手
し
た
こ
と

に
な
る
。

さ
て
、
書
院
一
之
間
東
側
の
襖
中
央
二
面
含
‐
い
巴
に
は
、
動
き
回
る
二
匹
の

騏
麟
が
弾
む
よ
う
な
運
動
感
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
鳳
凰
、
龍
、
亀
と
並
ん
で

四
霊
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
騏
麟
は
、
古
来
中
国
で
は
仁
獣
あ
る
い
は
聖
者
と
見
な

さ
れ
、
吉
祥
を
表
す
架
空
の
動
物
で
あ
る
。
騏
は
牝
で
鱗
が
雄
、
狼
の
頭
を
も
っ
て

鹿
の
体
を
し
、
馬
の
脚
を
も
っ
て
牛
の
尾
を
付
け
て
お
り
、
一
本
の
角
を
生
や
し
て

い
る
と
い
う
が
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
そ
の
姿
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
い
く
。

典
信
の
描
く
騏
麟
は
、
様
式
化
さ
れ
た
曲
線
を
主
と
し
て
、
濃
淡
を
自
由
自
在
に
使

い
分
け
、
肥
痩
の
線
描
を
用
い
て
輪
郭
と
し
て
い
る
。
頭
上
に
角
を
一
本
生
や
し
、

髭
を
付
け
、
丸
い
両
眼
を
見
開
い
た
騏
麟
の
頭
部
は
、
複
雑
な
形
態
描
写
に
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
事
な
立
体
感
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
の
身
体
は
、
主
と

し
て
太
い
濃
墨
の
曲
線
を
駆
使
し
、
胴
体
の
厚
み
を
う
ま
く
捉
え
て
い
る
。
向
か
っ

て
左
の
騏
麟
含
‐
巴
は
、
手
前
を
向
い
て
左
の
前
足
を
上
げ
な
が
ら
、
軽
や
か
な

雄
姿
を
示
し
、
右
の
騏
麟
含
‐
巴
は
、
横
向
き
に
な
っ
て
首
を
捻
り
、
力
強
い
運

動
感
を
示
し
つ
つ
、
天
を
見
上
げ
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
騏
麟
と
い

う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
古
く
は
京
都
高
山
寺
の
鳥
羽
僧
正
覚
猷
筆
と
い
わ
れ
る
「
烏
獣

人
物
戯
画
巻
」
に
描
か
れ
、
近
世
で
は
伊
万
里
の
皿
や
鉢
、
太
刀
の
鞘
や
欄
間
の
装

飾
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
が
、
龍
虎
や
獅
子
を
専
ら
扱
っ
た
狩
野
派
の
障
壁
画
に
お

い
て
は
、
意
外
に
珍
し
い
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
襖
六
面
全
体
含
』
。
い
い
会
い

ｇ
の
構
成
を
考
察
す
る
と
、
騏
麟
の
左
右
の
襖
二
面
肴
‐
Ｆ
と
に
は
、
滝
が
描

か
れ
、
右
側
高
所
か
ら
溢
れ
る
滝
の
水
が
、
二
匹
の
騏
麟
の
背
後
を
流
れ
て
、
左
の

滝
に
流
れ
込
み
、
さ
ら
に
滝
壷
に
落
ち
て
激
し
く
水
を
跳
ね
上
げ
る
、
と
い
う
趣
向

に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
動
き
回
る
騏
麟
と
、
そ
れ
を
助
成
す
る
や
り
方
で
、

激
し
く
流
れ
落
ち
る
水
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
画
面
の
躍
動
感
を
い
や
が
上
に
も
高
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
効
果
は
、
続
く
北
側
の
襖
二
面
（
シ
‐
卸
ｇ
に

引
き
継
が
れ
、
そ
こ
で
は
、
光
琳
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
も
似
た
華
麗
な
波
頭
の
装
飾
的

描
写
が
見
ら
れ
る
。
水
し
ぶ
き
を
上
げ
る
波
の
上
方
に
は
、
漁
酒
な
枝
と
群
葉
を
見

せ
る
樹
木
が
描
か
れ
、
波
の
左
上
方
に
は
、
控
え
目
に
岩
の
描
写
が
添
え
ら
れ
た
。

北
側
正
面
の
床
壁
貼
付
含
‐
巴
は
、
画
面
左
か
ら
伸
び
た
松
樹
の
枝
が
、
右
下

方
に
垂
れ
下
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
左
端
の
部
分
に
は
、
曲
が
り
く
ね

っ
た
松
樹
の
幹
が
描
か
れ
、
そ
の
幹
か
ら
葉
を
つ
け
た
枝
が
伸
び
て
い
る
。
松
の
枝

や
葉
は
、
華
著
で
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
狩
野
派
の
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伝
統
的
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
松
樹
の
枝
の
背
後
に
は
、

大
き
な
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
に
し
ろ
、
大
半
は
余
白
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
山
水
図
は
、
掛
軸
を
吊
す
背
景
画
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
様
の
作
例
と
し

て
は
、
桂
離
宮
中
書
院
の
床
壁
貼
付
絵
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
典
信
の
や
は

り
法
眼
時
代
の
作
品
と
し
て
は
、
双
幅
の
「
夏
冬
山
水
図
」
（
毛
利
報
公
会
博
物
館

蔵
）
が
遣
存
す
る
が
、
そ
の
右
幅
に
は
、
岩
上
よ
り
垂
れ
下
が
る
松
樹
の
枝
が
描
か

れ
た
。
そ
の
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
圭
角
の
あ
る
周
文
風
の
少
々
古
風
な
も
の
で
あ

っ
て
、
左
右
逆
図
で
あ
る
に
し
ろ
、
聖
澤
院
の
松
樹
の
そ
れ
と
酷
似
す
る
。
な
お
、

床
壁
貼
付
絵
の
左
側
壁
、
つ
ま
り
典
信
の
落
款
の
あ
る
壁
貼
付
一
面
言
。
巴
の
画

面
右
側
に
も
、
控
え
目
に
松
樹
の
枝
の
先
端
部
が
描
か
れ
て
い
る
。

書
院
二
之
間
に
は
、
壁
貼
付
一
面
と
襖
十
三
面
の
計
十
四
面
Ｓ
‐
岸
い
い
少
口

・
式
蝕
ｐ
己
ゞ
崖
』
凶
屋
』
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
竹
林
七
賢
図
」
が

描
か
れ
て
い
る
。
「
商
山
四
皓
図
」
や
「
飲
中
八
仙
図
」
と
並
ん
で
禅
林
で
愛
好
さ

れ
た
「
竹
林
七
賢
図
」
は
、
と
り
わ
け
、
禅
宗
文
化
が
席
巻
し
た
室
町
時
代
の
隠
逸

的
思
想
を
背
景
に
も
つ
。
魏
晋
の
頃
、
国
難
を
避
け
竹
林
に
集
ま
っ
て
、
清
談
に
ふ

け
っ
た
隠
者
七
人
、
つ
ま
り
、
茜
康
、
院
籍
、
院
成
、
向
秀
、
王
戎
、
劉
伶
、
山
濤

ら
を
画
面
に
配
置
す
る
が
、
こ
の
典
信
の
「
竹
林
七
賢
図
」
で
は
、
隠
士
の
名
前
の

特
定
は
難
し
い
。

さ
て
、
廊
下
に
面
し
た
南
側
の
東
端
に
は
、
嵌
め
殺
し
の
襖
絵
一
面
（
の
‐
己
が

あ
り
、
モ
テ
ィ
ー
フ
は
華
著
な
潅
木
で
あ
る
。
画
面
は
か
な
り
損
傷
し
て
い
る
。
続

く
東
側
の
襖
四
面
（
の
，
い
い
少
巴
に
は
、
水
辺
の
岸
に
立
っ
て
、
両
手
を
後
に

回
し
、
水
面
に
浮
か
ぶ
二
羽
の
鴨
（
の
‐
と
を
眺
め
る
一
人
の
隠
士
が
描
か
れ
る
。

鴨
の
胸
元
や
背
中
は
、
細
か
い
点
描
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
隠
士
は
、
側
面
か
ら

描
か
れ
、
口
と
顎
に
髭
を
生
や
し
て
、
左
足
を
前
に
出
す
格
好
で
佇
立
す
る
。
足
元

の
岸
に
は
草
が
生
え
、
前
方
の
水
面
に
は
、
大
き
く
曲
が
り
く
ね
る
水
流
が
、
注
意

深
く
眺
め
な
け
れ
ば
見
逃
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
き
わ
め
て
繊
細
な
線
描
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
。
隠
士
の
背
後
に
は
、
従
者
の
童
子
と
竹
薮
と
崖
合
，
巴
が
見
ら
れ
る
。

童
子
は
背
中
に
荷
物
を
背
負
い
、
荷
物
を
包
む
布
を
絞
っ
た
先
端
部
を
右
手
で
し
っ

か
り
と
握
り
し
め
て
い
る
。
竹
は
典
型
的
な
墨
竹
図
の
形
態
を
示
し
て
お
り
、
濃
淡

さ
ま
ざ
ま
に
、
力
強
く
か
つ
繍
酒
に
描
か
れ
、
対
岸
に
は
岩
と
潅
木
や
草
合
‐
巴

が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
岩
は
筆
を
画
面
に
強
く
こ
す
り
つ
け
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
襖
四
面
全
体
の
印
象
は
、
広
々
と
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
で
、
背
景
の
描
写
を
省

略
し
、
余
白
を
充
分
に
活
用
し
な
が
ら
、
人
物
や
岩
や
樹
木
の
み
を
大
き
く
際
立
た

せ
て
い
る
。

北
側
の
襖
四
面
（
⑦
‐
・
刃
印
巴
と
壁
貼
付
ａ
，
己
）
に
は
、
文
人
画
の
墨
戯

を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
小
さ
な
岩
と
潅
木
合
，
ｇ
が
見
ら
れ
、
続
く
襖
一
面

（
の
，
己
に
は
、
背
筋
を
伸
ば
し
、
顔
を
上
向
き
に
上
げ
た
隠
士
が
竹
林
の
中
に
立
つ
。

続
く
襖
一
面
（
の
‐
巴
に
は
、
竹
林
の
中
で
談
笑
す
る
二
人
の
隠
士
が
見
ら
れ
る
。

向
か
っ
て
右
の
隠
士
が
、
傍
ら
に
い
る
隠
士
に
、
画
面
左
手
の
方
向
を
指
差
し
な
が

ら
、
何
事
か
を
話
し
か
け
て
お
り
、
左
側
の
隠
士
は
、
左
手
で
竹
幹
を
掴
み
つ
つ
黙

し
て
話
に
聞
き
入
っ
て
い
る
。
続
く
襖
一
面
ａ
‐
巴
の
画
面
中
央
に
は
、
遠
く
に

見
え
る
竹
林
が
、
薄
墨
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
水
面
に
映
る
か
の
よ
う
に
、
淡
く
霞
ん

で
見
え
る
。
手
前
は
土
玻
と
草
で
あ
る
。
次
の
壁
貼
付
（
の
，
二
）
で
は
、
三
人
の

隠
士
が
談
笑
し
て
い
る
が
、
右
側
の
隠
士
は
、
両
手
で
半
ば
開
か
れ
た
書
物
を
下
か

ら
支
え
る
格
好
で
掴
ん
で
い
る
。
手
前
に
背
中
を
向
け
て
立
つ
隠
士
は
、
身
体
を
前

に
屈
め
る
よ
う
に
し
て
、
左
の
隠
士
の
方
を
振
り
向
い
て
い
る
。
左
の
隠
士
は
、
帽
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子
を
被
り
、
長
く
て
白
い
髭
を
生
や
し
、
そ
の
風
貌
か
ら
し
て
か
な
り
高
齢
の
人
物

で
あ
ろ
う
。
背
後
の
竹
林
の
そ
ば
に
は
、
背
中
に
笠
を
吊
し
た
従
者
の
童
子
が
控
え

て
立
つ
。
こ
れ
ら
東
側
及
び
北
側
の
障
壁
画
で
は
、
微
妙
な
動
き
を
示
す
談
笑
す
る

隠
士
た
ち
の
姿
が
印
象
深
い
が
、
画
面
全
体
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
静
読
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
過
度
の
動
き
を
抑
制
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

西
側
の
襖
四
面
ａ
‐
巨
．
己
ゞ
園
ゞ
屋
）
に
は
、
竹
林
と
そ
の
間
を
流
れ
る
川
が

描
か
れ
た
。
竹
林
は
、
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
に
、
変
化
に
富
む
表
現
に
さ
れ
て
お
り
、
手

前
に
は
、
濃
墨
を
用
い
た
濡
酒
な
竹
（
の
‐
匡
ゞ
屋
）
が
描
か
れ
、
遥
か
遠
く
に
は
、

薄
墨
を
用
い
た
竹
林
（
の
‐
届
）
が
霞
む
よ
う
に
淡
く
描
か
れ
て
い
る
。
西
側
の
南

端
の
襖
一
面
ａ
‐
屋
）
に
は
、
遠
く
に
霞
む
竹
林
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
画
面
の

日
焼
け
に
よ
る
損
傷
が
著
し
く
、
墨
が
薄
く
な
っ
た
た
め
に
、
竹
林
の
モ
テ
ィ
ー
フ

は
き
わ
め
て
見
え
に
く
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
央
の
襖
二
面
ａ
‐
屋
ゞ
屋
）
の
川

の
描
写
は
、
実
に
圧
巻
で
、
手
前
に
流
れ
る
川
の
水
は
、
あ
た
か
も
書
院
二
之
間
に

溢
れ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
軟
ら
か
い
曲
線
を
用
い
て
、
ジ
グ
ザ
グ
に
流
れ
る
川
の
水

は
、
む
し
ろ
自
然
の
静
か
な
雰
囲
気
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
画
面
全
体
の

印
象
は
、
岸
の
描
写
も
含
め
て
、
典
雅
で
繊
細
、
糒
酒
で
流
麗
と
い
う
べ
き
で
あ
る

強
《
，
／
○

以
上
、
書
院
一
之
間
及
び
二
之
間
の
襖
絵
及
び
壁
貼
付
絵
を
考
察
し
て
き
た
が
、

こ
こ
で
採
り
上
げ
た
作
品
は
、
探
幽
兄
弟
没
後
に
お
け
る
江
戸
狩
野
の
真
髄
を
明
白

に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
山
水
図
」
及
び
「
騏
麟
図
」
が
描
か
れ
た

書
院
一
之
問
の
構
成
は
、
激
し
い
運
動
表
現
を
伴
っ
た
〈
動
的
な
性
格
〉
を
強
調
し
、

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
「
竹
林
七
賢
図
」
が
描
か
れ
た
書
院
二
之
間
の
構
成
は
、
動

き
を
抑
制
し
た
く
静
的
な
性
格
〉
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
水
図
を
描
い
た
書
院

一
之
間
の
床
壁
貼
付
含
‐
巴
に
は
、
華
箸
で
繊
細
な
枝
が
描
か
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。
こ
う
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
狩
野
派
の
伝
統
的
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
簡
潔
で
濡
酒
な
松
の
描
写
は
、
と
り
わ
け
探
幽
及
び
尚
信
と

の
繋
が
り
を
灰
め
か
す
。
さ
ら
に
、
書
院
二
之
間
の
「
竹
林
七
賢
図
」
の
作
風
も
ま

た
、
一
瞥
で
探
幽
の
「
七
賢
九
老
図
屏
風
」
（
六
曲
一
双
）
や
尚
信
の
聖
衆
来
迎
寺

襖
絵
「
竹
林
七
賢
図
」
の
竹
薮
の
描
写
、
あ
る
い
は
常
信
の
「
竹
林
七
賢
図
」
（
六

曲
一
双
）
左
隻
で
扱
わ
れ
た
隠
士
の
姿
な
ど
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
尚
信
の
竹
の
描

写
は
、
優
雅
で
あ
る
が
、
少
々
剛
毅
な
印
象
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
典
信
の
描
く

竹
の
方
が
、
曲
線
の
妙
を
活
か
し
て
漁
酒
流
麗
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
書

院
二
之
間
北
側
の
襖
（
の
，
己
に
は
真
横
か
ら
捉
え
ら
れ
た
隠
士
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
が
、
そ
の
姿
は
、
人
物
の
向
き
は
左
右
逆
で
あ
る
に
し
て
も
、
常
信
の
「
竹
林

七
賢
図
」
（
六
曲
一
双
）
左
隻
で
扱
わ
れ
た
隠
士
の
形
態
描
写
と
酷
似
す
る
。
隠
士

の
衣
紋
線
も
、
肥
痩
の
線
描
に
よ
っ
て
、
大
胆
か
つ
流
れ
る
よ
う
な
筆
さ
ば
き
で
描

き
出
さ
れ
、
実
に
爽
快
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
物
描
写
は
、
父
親
の
四
代
栄
川
古
信

の
三
幅
対
「
東
方
朔
・
花
烏
図
」
に
登
場
す
る
東
方
朔
の
形
態
描
写
に
も
酷
似
す
る

が
、
衣
紋
の
線
描
な
ど
、
い
さ
さ
か
野
暮
つ
た
い
印
象
を
示
す
古
信
の
人
物
描
写
に

比
べ
れ
ば
、
こ
の
画
面
に
描
か
れ
た
典
信
の
隠
士
た
ち
の
方
が
、
線
描
も
引
き
締
ま

り
、
い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
典
信
の
作
風
は
、
探
幽
以
後
の
諸

狩
野
様
式
を
集
大
成
し
た
江
戸
狩
野
様
式
の
一
典
型
を
示
し
て
お
り
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
尚
信
か
ら
常
信
、
そ
し
て
周
信
か
ら
古
信
へ
と
続
く
木
挽
町
狩
野
家
の
作
風

を
正
統
に
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
中
で
も
、
一
種
理
想
的
な
性
格
を
示
す
聖
澤

院
書
院
の
障
壁
画
は
、
典
信
の
代
表
作
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
世
絵
画
史
上
、
特
筆

に
値
す
る
注
目
す
べ
き
大
作
で
あ
る
。

六
九



妙
心
寺
聖
澤
院
三
之
問
は
、
通
称
〈
鐵
齋
之
問
〉
と
呼
ば
れ
、
東
側
に
壁
貼
付
二

面
重
』
．
巴
、
北
側
に
壁
貼
付
一
面
宙
‐
巴
と
襖
二
面
室
上
．
巴
、
西
側
に
襖

四
面
宙
‐
ａ
式
伽
哩
裏
面
は
狩
野
栄
川
院
典
信
に
よ
る
襖
四
面
）
の
富
岡
鐵
齋

に
よ
る
山
水
図
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
山
水
図
に
記
さ
れ
た
款
記
の
文
字

を
用
い
て
、
作
品
名
を
「
岩
栖
谷
飲
図
」
と
す
る
。
〈
書
院
三
之
間
〉
と
い
う
名
称

は
、
本
稿
で
暫
定
的
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
建
築
史
の
方
か
ら
い
え
ば
、
い

さ
さ
か
不
正
確
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
別
稿
の
永
井
論
文
に
よ
れ

ば
、
三
之
問
は
改
修
が
な
さ
れ
て
お
り
、
元
来
は
茶
堂
の
部
屋
で
あ
っ
て
、
庫
裏
の

一
角
に
あ
っ
た
と
い
う
。
加
え
て
、
建
築
構
造
上
か
ら
見
て
も
、
二
之
問
と
三
之
問

の
鴨
居
の
上
部
は
、
壁
面
で
埋
め
ら
れ
て
お
り
、
一
之
間
と
二
之
間
の
鴨
居
の
上
部

の
よ
う
に
、
部
屋
を
仕
切
り
な
が
ら
も
融
合
き
せ
る
透
か
し
彫
り
風
の
欄
間
の
存
在

が
な
く
、
二
之
間
と
三
之
間
は
、
必
ず
し
も
、
緊
密
な
有
機
的
室
内
空
間
を
形
成
し

て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
建
築
構
成
を
考
盧
し
な
が
ら
、
鐵
齋
の
計
九
面
の
襖
絵
「
岩
栖
谷

飲
図
」
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
障
壁
画
は
、
部
屋
全
体
を
一
つ
の
山
水
図
と
し
て
、

有
機
的
に
繋
げ
る
や
り
方
で
描
か
れ
て
い
る
。
材
質
は
紙
本
墨
画
で
、
壁
貼
付
絵
は
、

縦
長
の
二
枚
の
本
紙
を
継
ぎ
足
し
て
壁
に
貼
付
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
東
側
向
か

っ
て
右
の
壁
貼
付
窟
，
こ
の
画
面
中
央
の
紙
の
継
ぎ
足
し
部
分
を
見
れ
ば
、
山
の

山
頂
が
う
ま
く
つ
な
が
ら
ず
、
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
作

手
順
を
考
え
て
み
る
と
、
鐵
齋
は
、
床
に
本
紙
を
平
に
置
い
て
描
い
た
後
に
、
出
来

｜
一
富
岡
鐵
齋
の
壁
貼
付
絵
と
襖
絵
「
岩
栖
谷
飲
図
」

上
が
っ
た
作
品
を
壁
面
に
貼
付
け
た
、
と
理
解
で
き
よ
う
。
続
く
東
側
左
と
北
側
右

の
壁
貼
付
宙
‐
脚
巴
も
同
様
の
形
状
で
あ
る
。
北
側
及
び
西
側
の
襖
六
面
畠
・
少

口
・
式
伽
巴
は
、
各
々
継
ぎ
の
な
い
一
枚
の
本
紙
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
壁
張

付
富
，
こ
の
画
面
右
上
の
落
款
は
、
「
岩
栖
谷
飲
鐵
齋
人
」
の
款
記
と
、
そ
の
下

の
「
富
岡
百
錬
」
（
桑
名
鐵
城
刻
）
の
白
文
方
印
及
び
「
鐵
塞
翁
」
（
桑
名
鐵
城
刻
）

の
朱
文
方
印
か
ら
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
西
側
南
端
の
襖
一
面
富
‐
巴
の
画
面

左
中
央
や
や
下
に
も
同
様
の
「
富
岡
百
錬
」
（
桑
名
鐵
城
刻
）
の
白
文
方
印
及
び
「
鐵

塞
翁
」
（
桑
名
鐵
城
刻
）
の
朱
文
方
印
が
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
大
き
な
横
長
の

画
面
の
左
右
両
端
を
落
款
に
よ
っ
て
締
め
く
く
る
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
ま
た
、

画
面
の
損
傷
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
指
摘
し
て
お
く
と
、
東
側
右
の
壁
貼
付
一
面

富
‐
己
で
は
、
画
面
右
端
中
央
か
ら
下
部
に
か
け
て
、
大
き
く
〈
染
み
〉
が
付
い
て

い
る
が
、
制
作
完
了
時
に
早
く
も
現
れ
た
く
染
み
〉
か
、
後
代
の
も
の
か
定
か
で
は

な
い
。
西
側
北
端
の
襖
一
面
言
，
ｇ
で
は
、
画
面
上
部
中
央
と
そ
の
左
部
分
、
つ

ま
り
遠
山
の
山
頂
近
く
の
空
の
部
分
に
、
比
較
的
小
さ
な
〈
破
れ
〉
が
二
箇
所
見
ら

れ
る
。
最
も
損
傷
が
大
き
い
の
は
、
西
側
南
端
の
襖
一
面
富
‐
巴
で
あ
る
が
、
画

面
中
央
左
の
引
出
金
具
の
上
部
か
ら
右
端
ま
で
、
画
面
を
大
き
く
横
切
る
よ
う
に
、

緩
や
か
な
円
弧
を
描
く
線
条
の
長
い
〈
裂
傷
〉
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
画
面
中
央
右

端
か
ら
左
下
方
に
走
る
斜
め
の
長
い
線
条
の
〈
裂
傷
〉
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
、
画
面

下
半
部
に
も
、
引
出
金
具
の
下
辺
り
か
ら
、
右
下
方
へ
と
走
る
線
条
の
長
い
〈
裂
傷
〉

が
見
ら
れ
る
。
加
え
て
、
画
面
上
半
部
中
央
に
は
、
三
つ
の
大
き
く
て
円
い
に
じ
み

に
似
た
く
汚
れ
〉
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
墨
の
色
を
示
し
て
お
ら
ず
、
薄
茶
色

の
〈
染
み
〉
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
雨
漏
り
に
よ
る
〈
汚
れ
〉
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
で
あ
ろ
う
。

七
○



と
こ
ろ
で
、
「
岩
栖
谷
飲
図
」
の
主
題
と
モ
テ
ィ
ー
フ
を
検
討
す
る
と
、
東
側
の

向
か
っ
て
右
の
壁
貼
付
一
面
宙
‐
己
に
は
、
薄
墨
を
多
用
し
、
軟
ら
か
く
て
粗
い

筆
触
に
よ
る
湖
と
遠
山
が
見
ら
れ
る
。
岸
に
近
い
水
面
に
は
、
帆
船
が
一
隻
浮
か
び
、

空
は
晴
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
す
れ
た
筆
触
が
印
象
的
で
あ
る
が
、
墨
の
濃
淡

を
活
か
し
た
遠
山
の
描
写
は
、
か
な
り
立
体
的
で
厚
み
が
あ
る
。
こ
の
風
景
は
、
左

隣
の
襖
一
面
宙
‐
巴
に
続
い
て
お
り
、
こ
こ
で
は
画
面
全
体
を
覆
う
巨
大
な
山
、

そ
の
中
腹
に
大
き
な
建
物
が
二
つ
、
画
面
下
半
部
に
も
、
左
右
に
家
ら
し
き
形
態
が

三
軒
あ
り
、
手
前
に
は
、
墨
を
た
っ
ぷ
り
含
ま
せ
て
描
か
れ
た
丘
の
よ
う
な
大
き
な

山
が
あ
る
。
中
腹
に
あ
る
建
物
の
周
辺
の
描
写
は
、
畳
に
直
に
本
紙
を
置
い
て
描
い

た
た
め
、
フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ
の
効
果
を
示
す
〈
畳
の
目
〉
が
擦
り
写
さ
れ
て
い
る
。

遥
か
後
方
に
聟
え
る
険
し
い
三
つ
の
峯
は
、
薄
墨
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
あ
た
か
も
影

法
師
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
風
景
も
、
左
隣
の
北
側
の
壁
面
へ
と
続
い
て
い
る
。

北
側
の
壁
貼
付
一
面
富
・
巴
の
画
面
下
半
部
に
は
、
尖
っ
た
山
頂
が
幾
つ
も
聲

立
し
て
い
て
、
風
景
の
雄
大
さ
を
露
に
す
る
。
連
山
の
下
方
に
は
湖
が
見
え
る
。
注

目
す
べ
き
は
、
こ
の
画
面
右
半
分
に
、
や
は
り
フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ
の
効
果
を
示
す
〈
畳

の
目
〉
の
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
気
の
多
い
墨
を
た
っ
ぷ
り
用

い
た
左
半
分
の
画
面
に
は
、
そ
う
し
た
痕
跡
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
続

く
、
や
は
り
北
側
の
襖
二
面
宙
卜
》
巴
に
は
、
な
だ
ら
か
な
傾
斜
を
示
す
連
山
と

大
き
な
湖
が
左
右
に
広
が
り
、
画
面
左
端
に
至
っ
て
、
山
岳
は
急
に
険
し
く
な
る
。

前
景
に
は
林
と
橋
が
描
か
れ
た
。

さ
て
、
東
側
の
襖
四
面
雷
，
◎
剴
切
巴
は
、
最
も
素
晴
ら
し
い
風
景
描
写
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
右
端
の
襖
宙
‐
ｇ
に
は
、
北
側
よ
り
続
く
険
し

い
山
岳
が
、
い
よ
い
よ
険
し
さ
を
増
し
て
展
開
し
、
麓
の
方
に
は
、
寺
院
ら
し
き
大

き
な
建
物
が
正
面
向
き
に
堂
々
と
建
つ
。
続
く
襖
宙
‐
己
で
は
、
画
面
い
つ
ぱ
い

に
山
脈
が
描
か
れ
、
画
面
左
端
最
上
部
の
山
の
頂
上
近
く
に
、
寺
院
の
塔
の
よ
う
な

建
物
が
見
え
る
。
ま
た
、
い
さ
さ
か
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
、
画
面
右
端
中
央
に
も
建

物
ら
し
き
形
態
が
見
え
る
。
さ
ら
に
画
面
中
央
に
は
、
左
上
方
か
ら
右
下
方
へ
と
、

真
っ
白
に
本
紙
を
塗
り
残
し
た
部
分
が
見
え
る
。
こ
の
塗
り
残
し
の
形
態
は
、
実
に

印
象
深
い
。
そ
れ
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
、
画
面
下
半
部
で
、
右
上
か
ら
左
下
へ
の

斜
線
を
形
成
す
る
手
前
の
森
林
の
描
写
は
、
鋭
い
筆
さ
ば
き
に
よ
っ
て
、
画
面
全
体

を
力
強
く
引
き
締
め
て
い
る
。
画
面
中
央
の
あ
ち
こ
ち
に
、
溌
墨
と
い
う
べ
き
〈
に

じ
み
〉
の
効
果
が
散
見
さ
れ
る
。
続
く
襖
一
面
（
西
‐
巴
に
は
、
右
隣
の
襖
と
同
様

に
、
画
面
左
上
の
片
隅
の
山
頂
近
く
に
、
や
は
り
寺
院
と
お
ぼ
し
き
瓦
屋
根
を
垣
間

見
せ
る
建
物
が
存
在
す
る
。
ま
た
画
面
最
下
方
左
隅
に
は
、
太
鼓
橋
の
形
を
し
た
石

橋
が
描
か
れ
、
杖
を
手
に
持
つ
点
景
人
物
が
一
人
、
橋
を
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
右
側
の
二
つ
の
峰
の
中
、
右
手
の
峰
に
は
、
側
筆
の
効
果
に
似
た
点
苔
風
の
筆
触

が
用
い
ら
れ
た
。
さ
て
、
最
後
の
襖
一
面
富
‐
巴
に
は
、
画
面
中
央
右
に
、
山
に

埋
ま
る
か
の
よ
う
に
建
物
の
屋
根
が
見
え
る
。
画
面
下
半
部
は
、
水
分
を
た
っ
ぷ
り

含
ん
だ
筆
を
用
い
て
、
あ
ち
こ
ち
に
〈
に
じ
み
〉
の
効
果
を
配
し
て
い
る
。
画
面
上

半
部
に
は
、
最
も
険
し
く
聟
え
立
つ
四
つ
の
高
峰
が
、
薄
墨
と
鋭
い
筆
触
に
よ
っ
て

魁
偉
な
姿
を
現
し
て
い
る
。
画
面
左
端
中
央
よ
り
や
や
下
に
、
東
側
の
壁
貼
付

富
‐
ご
と
同
じ
「
富
岡
百
錬
」
（
桑
名
鐵
城
刻
）
の
白
文
方
印
及
び
「
鐵
塞
翁
」
（
桑

名
鐵
城
刻
）
の
朱
文
方
印
が
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
部
屋
全
体
の
構
成
は
完
結

す
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
西
側
の
襖
四
面
は
圧
巻
で
、
あ
た
か
も
破
裂
す
る
か
に
感

じ
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
満
を
直
裁
に
示
し
て
い
る
。
山
岳
全
体
が
、
右
側
に
大

き
く
傾
く
よ
う
な
運
動
感
を
表
し
、
筆
触
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
鋭
さ
を
増
し
、
画
面
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全
体
の
緊
張
感
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
「
岩
栖
谷
飲
図
」
の
制
作
年
を
印
章
か
ら
推
定
し
て
い
く
と
、
「
富
岡
百
錬
」

（
桑
名
鐵
城
刻
）
の
白
文
方
印
及
び
「
鐵
塞
翁
」
（
桑
名
鐵
城
刻
）
の
朱
文
方
印
の
二

類
の
印
章
を
押
し
た
作
品
は
、
制
作
年
が
判
明
し
て
い
る
鐵
齋
の
作
品
で
い
え
ば
、

次
に
列
挙
す
る
作
品
群
で
あ
る
。

「
天
保
九
如
章
図
」
（
明
治
二
十
九
年
．
六
一
歳
、
情
荒
神
清
澄
寺
蔵
・
『
鐵
齋

大
成
』
第
一
巻
九
七
図
）
・

「
酒
徳
頌
」
（
明
治
三
十
年
．
六
二
歳
、
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
四
年
七
月
第
四

四
号
）「

茶
仙
品
水
図
」
（
明
治
三
十
年
．
六
二
歳
、
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
○
八
図
）
。

「
鶏
図
」
（
明
治
三
十
年
．
六
二
歳
、
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
○
九
図
）
。

「
山
水
人
物
貼
交
屏
風
二
明
治
三
十
一
年
．
六
三
歳
、
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十

四
年
七
月
第
四
四
号
）

「
行
書
双
幅
」
（
明
治
三
十
四
年
．
六
六
歳
、
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
四
年
七
月

第
四
四
号
）

「
松
石
不
老
図
」
（
明
治
四
十
四
年
．
七
六
歳
、
大
和
文
華
館
蔵
・
『
鐵
齋
大
成
』

第
二
巻
一
六
二
図
）
。

月
第
三
七
号
）

「
渓
山
蒼
翠
図
」
（
明
治
二
十
八
年
．
六
○
歳
、
知
恩
院
蔵
・
『
鐵
齋
大
成
』
第

一
巻
二
○
五
図
）
。

「
任
氏
読
書
図
」
（
明
治
二
十
九
年
．
六
一
歳
、
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
三
年
五

さ
ら
に
、
こ
の
二
穎
の
印
章
を
も
つ
作
品
と
し
て
は
、
次
の
六
十
歳
代
（
明
治
二

十
八
年
ｌ
明
治
三
十
七
年
）
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
き
れ
て
い
る
作
品
が
上
げ
ら

れ
る
。

加
え
て
、
こ
の
印
章
を
も
つ
作
品
と
し
て
は
、
次
の
五
十
歳
代
（
明
治
十
八
年

ｌ
明
治
二
十
七
年
）
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
作
品
が
上
げ
ら
れ
る
。

「
加
茂
真
淵
像
」
（
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
三
一
図
）
。

「
塙
保
己
一
像
」
（
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
三
二
図
）
。

「
孝
女
曽
与
像
」
（
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
三
三
図
）
。

「
米
元
章
拝
石
図
」
（
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
六
七
図
）
。

「
陶
淵
明
帰
園
田
居
図
」
（
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
三
八
図
）
・

「
香
雪
世
界
図
」
（
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
二
四
七
図
）
。

「
薬
神
少
彦
名
命
図
」
（
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
四
十
五
年
六
月
第
二
号
）
。

「
松
尾
芭
蕉
像
」
（
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
第
一
七
号
）
。

「
雲
山
怡
情
図
」
（
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
二
年
七
月
第
三
二
号
）
。

「
幽
境
無
塵
図
」
（
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
二
年
七
月
第
三
二
号
）
。

「
酔
李
白
像
」
（
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
四
年
三
月
第
四
二
号
）
。

「
古
木
竹
石
図
」
（
『
鉄
斎
研
究
』
昭
和
五
十
五
年
三
月
第
四
八
号
）
。

「
富
貴
国
香
図
」
（
清
荒
神
清
澄
寺
蔵
・
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
七
五
図
）
。

「
蒲
生
君
平
像
」
（
清
荒
神
清
澄
寺
蔵
・
『
鐵
齋
大
成
』
第
一
巻
八
八
七
図
）
。 七
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こ
れ
ら
の
作
品
の
制
作
年
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
聖
澤
院
の
「
岩
栖
谷
飲
図
」
の

制
作
年
は
、
お
お
よ
そ
明
治
二
十
年
代
か
ら
明
治
末
頃
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
「
岩
栖
谷
飲
鐵
齋
人
」
と
書
か
れ
た
款
記
の
書
風
か
ら
推
定
す
る
と
、

明
の
董
其
昌
の
影
響
に
よ
る
細
線
を
用
い
た
速
筆
で
、
流
動
美
溢
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

連
綿
害
を
用
い
た
鐵
齋
初
期
の
款
記
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖
澤
院
襖
絵

の
鐵
齋
に
よ
る
款
記
の
書
風
は
、
野
中
吟
雪
氏
が
時
代
区
分
を
行
っ
た
鐵
齋
の
全
五

期
に
わ
た
る
書
風
の
第
三
期
成
立
期
（
四
七
歳
’
六
七
歳
）
及
び
第
四
期
展
開
期

（
六
七
歳
’
八
四
歳
）
に
あ
た
る
。
作
品
で
い
え
ば
、
明
治
二
十
九
年
（
六
一
歳
）

の
二
曲
一
双
「
旧
蝦
夷
風
俗
図
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
、
明
治
三
十
四
年
（
六
六

歳
）
の
「
三
老
登
獄
図
」
、
明
治
三
十
六
年
（
六
八
歳
）
の
「
十
六
羅
漢
図
」
、
そ
し

て
明
治
三
十
七
年
（
六
九
歳
）
の
「
魁
星
図
賛
」
な
ど
の
款
記
に
酷
似
す
る
。
要
す

る
に
、
こ
の
時
期
の
書
風
は
、
金
冬
心
や
鄭
板
橋
ら
の
害
の
影
響
を
強
く
受
け
た
書

で
、
筆
圧
の
強
い
、
ゴ
チ
ッ
ク
活
字
風
の
謹
厳
な
書
き
振
り
で
知
ら
れ
る
が
、
基
本

的
に
は
金
冬
心
の
害
を
母
胎
に
し
て
、
中
国
の
種
々
の
書
風
を
採
り
入
れ
た
鐵
齋
独

自
の
款
記
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
金
冬
心
は
、
乾
隆
時
代
に
異
彩
を
放
っ
た
揚
州

八
怪
の
一
人
で
、
官
途
に
つ
か
な
か
っ
た
文
人
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
款
記
の
書
風

で
い
う
と
、
明
治
後
半
期
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
「
岩
栖
谷
飲
図
」
の
制
作
年
に
関
わ
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ

の
書
院
三
之
間
の
北
隣
に
あ
る
庫
裏
の
八
畳
之
問
及
び
六
畳
之
間
の
壁
貼
付
絵
と
襖

絵
で
あ
ろ
う
。
こ
の
八
畳
之
間
及
び
六
畳
之
間
に
は
、
三
井
飯
山
に
よ
る
山
水
の
壁

貼
付
絵
、
襖
絵
、
箪
笥
の
小
襖
絵
が
、
大
小
合
わ
せ
て
計
一
七
面
（
参
考
図
）
遣
存

し
て
い
る
。
三
井
飯
山
は
、
名
が
犀
二
郎
で
号
が
飯
山
、
明
治
十
五
年
讃
岐
の
綾
部

郡
飯
野
村
に
生
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
京
都
に
定
住
し
て
田
能
村
直
入
に
入

門
し
た
南
画
家
で
、
昭
和
十
六
年
に
死
去
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、

飯
山
に
よ
る
款
記
「
松
渓
載
鶴
明
治
廿
有
五
年
星
次
壬
寅
秋
日
写
於
洛
西
花
園
聖

澤
院
中
飯
山
僻
史
藍
」
あ
る
い
は
「
枯
木
竹
石
星
次
壬
寅
秋
日
飯
山
傭
史
写
」

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
作
年
は
明
治
三
十
五
年
で
、
飯
山
二
十
歳
頃

の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
飯
山
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点
が
多
々

あ
る
た
め
、
二
十
歳
の
作
品
だ
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
十

歳
代
の
若
い
時
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
款
記
に
記
さ
れ
て
い
る

通
り
、
飯
山
は
、
聖
澤
院
に
於
て
、
か
な
り
の
日
数
を
か
け
て
丁
寧
に
作
品
制
作
を

行
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
飯
山
は
、
明
治
二
十
九
年
十
二
月
に
結
成

し
、
同
三
十
年
に
発
会
式
を
行
っ
た
日
本
南
画
協
会
及
び
大
正
十
年
結
成
の
日
本
南

画
院
の
会
員
で
あ
っ
た
。
二
十
歳
代
の
飯
山
の
作
品
が
、
妙
心
寺
近
く
の
慧
照
院
に

も
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
師
弟
関
係
及
び
日
本
南
画
協
会
と
の
関
係
で
、
直
入

や
鐵
齋
の
引
立
て
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
鐵
齋
と
直

入
は
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
鐵
齋
と
飯
山
の
関
係
も
か
な
り
密
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
聖
澤
院
よ
り
作
品
制
作
の
依
頼
を

受
け
た
鐵
齋
が
、
自
ら
の
作
品
を
描
い
た
部
屋
（
書
院
三
之
間
）
の
北
隣
に
あ
る
庫

裏
の
八
畳
之
間
及
び
六
畳
之
間
の
障
壁
画
を
、
若
い
飯
山
に
委
せ
た
と
し
て
も
何
ら

不
思
議
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
も
し
も
二
人
の
画
家
の
共
同
作
業
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
近
い
仕
事
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
飯
山
に
よ
る
作
品
の
制
作
年

を
考
慮
に
入
れ
、
鐵
齋
の
「
岩
栖
谷
飲
図
」
は
、
飯
山
と
同
時
期
の
明
治
三
十
五
年

（
鐵
齋
六
七
歳
）
、
あ
る
い
は
若
い
飯
山
よ
り
も
、
鐵
齋
の
方
が
少
し
早
い
時
期
に
制

作
に
着
手
し
た
、
と
仮
定
す
れ
ば
、
明
治
三
十
五
年
よ
り
少
し
前
の
時
期
と
い
う
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
含
め
て
、
明
治
三
十
五
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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さ
て
、
次
に
作
風
か
ら
制
作
年
を
推
定
し
て
み
る
と
、
襖
六
面
（
西
卜
面
》
・
式

伽
巴
の
山
水
図
は
、
大
胆
で
力
強
い
筆
触
に
よ
っ
て
、
に
じ
み
、
ぼ
か
し
な
ど
、

種
々
の
技
法
を
縦
横
に
駆
使
し
、
鐵
齋
特
有
の
雄
大
豪
壮
と
形
容
す
べ
き
作
風
を
示

し
て
い
る
。
魁
偉
な
印
象
を
与
え
る
山
岳
か
ら
は
、
水
が
流
れ
出
し
、
渓
谷
に
流
れ

込
ん
で
、
や
が
て
山
麓
の
川
に
合
流
し
、
大
き
な
湖
と
な
る
。
筆
触
は
素
早
く
切
れ

味
の
よ
い
鋭
ざ
を
誇
る
も
の
で
、
鐵
齋
の
代
表
作
品
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
間
違
い
な

い
。
ま
ず
筆
触
の
点
で
、
こ
う
し
た
作
風
に
類
似
す
る
作
品
と
し
て
は
、
明
治
三
十

一
年
（
六
三
歳
）
の
襖
絵
「
香
満
十
方
図
」
（
紙
本
墨
画
・
襖
四
面
）
が
想
起
さ
れ

る
。
こ
の
襖
絵
は
、
明
治
三
十
一
年
八
月
、
六
十
三
歳
の
鐵
齋
が
、
黒
谷
金
戒
光
明

寺
を
訪
れ
、
一
日
で
十
四
面
の
襖
絵
を
一
気
に
描
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
香

満
十
方
図
」
は
、
そ
の
中
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
切
れ
味
の
よ
い
蓮
の

群
葉
の
描
写
は
、
犀
利
で
運
動
感
に
満
ち
て
お
り
、
素
早
い
筆
触
の
痕
跡
が
印
象
深

い
。
聖
澤
院
襖
絵
「
岩
栖
谷
飲
図
」
も
ま
た
、
切
れ
味
の
よ
い
犀
利
な
性
格
を
示
す

も
の
で
、
制
作
に
要
し
た
時
間
も
、
お
そ
ら
く
一
日
か
二
日
ぐ
ら
い
の
短
期
間
に
、

一
気
呵
成
に
描
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
壁
貼
付
絵
と
襖
絵
と
の
筆
触
の

相
違
か
ら
、
両
者
の
制
作
時
期
に
は
開
き
が
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
を
制
作
し
た
後
、

一
旦
中
断
し
て
、
後
日
残
り
の
作
品
を
制
作
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
別
の

作
品
と
比
較
す
る
と
、
明
治
三
十
七
年
（
六
九
歳
）
制
作
で
、
右
隻
に
南
宋
の
儒
者

朱
喜
の
「
酔
下
祝
融
峰
作
詩
」
の
賛
が
入
っ
た
「
山
水
図
」
（
紙
本
墨
画
、
六
曲
一

双
屏
風
）
と
も
類
似
す
る
。
こ
こ
で
は
、
や
や
繊
細
な
樹
木
の
形
態
が
目
を
惹
く
が
、

や
は
り
雄
大
な
岩
山
が
、
力
強
い
筆
触
で
描
か
れ
て
い
る
。
聖
澤
院
襖
絵
「
岩
栖
谷

飲
図
」
の
作
風
は
、
大
正
期
の
作
品
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
作
風
だ
け
か

ら
制
作
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

妙
心
寺
聖
澤
院
書
院
及
び
庫
裏
に
は
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
か
ら
安
永
八

年
（
一
七
七
九
）
の
間
に
描
か
れ
た
狩
野
栄
川
院
典
信
の
障
壁
画
と
、
明
治
三
十
五

明
治
三
十
年
代
の
作
風
に
近
い
、
と
考
え
て
も
無
理
は
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
鐵
齋
の
襖
六
面
と
、
壁
貼
付
三
面
と
が
、
か
な
り
作
風
を

異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
壁
貼
付
三
面
は
、
襖
と
比
べ
て
、
軟
ら
か
く
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
筆
触
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
薄
墨
の
用
い
方
な
ど
を
含
め
て
、

た
と
え
ば
、
明
治
中
期
頃
（
五
○
’
六
○
歳
代
）
の
「
君
子
林
図
」
や
大
正
元
年

（
七
七
歳
）
の
「
夏
景
山
水
図
」
、
あ
る
い
は
大
正
四
年
（
八
○
歳
）
の
「
休
師
訪
ノ

貫
図
」
、
加
え
て
、
大
正
八
年
（
八
四
歳
）
の
「
雲
塾
霊
院
図
」
の
よ
う
に
、
軟
ら

か
い
筆
触
で
統
一
さ
れ
た
大
正
期
の
作
風
に
も
繋
が
る
特
質
を
示
し
て
い
る
。
壁
貼

付
と
襖
の
筆
触
の
違
い
は
、
描
か
れ
た
日
が
違
う
た
め
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、

今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
の
画
家
た
ち
の
中
で
は
、
最
も
精
細
に
生
涯
の
年
譜
が
判
明
し

て
い
る
鐵
齋
で
あ
る
が
、
妙
心
寺
と
鐵
齋
と
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ

れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
○
三
）
六
十
八
歳
の
時
に
、
妙

心
寺
の
大
法
院
で
催
き
れ
た
佐
久
間
象
山
四
十
年
祭
法
要
に
参
加
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
（
富
岡
益
太
郎
編
「
富
岡
鐵
齋
年
譜
」
、
鐵
齋
大
成
』
第

四
巻
、
講
談
社
。
昭
和
五
二
年
所
収
）
。
「
岩
栖
谷
飲
図
」
の
制
作
を
め
ぐ
る
事
情
は

不
明
で
あ
る
が
、
聖
澤
院
か
ら
障
壁
画
の
制
作
依
頼
を
受
け
た
鐵
齋
は
、
明
治
三
十

五
年
頃
に
、
若
い
三
井
飯
山
を
引
き
連
れ
て
、
作
品
制
作
を
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

三
結
び
に
か
え
て

七
四



年
頃
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
富
岡
鐵
齋
の
障
壁
画
、
加
え
て
、
明
治
三
十
五
年
制
作

の
三
井
飯
山
の
障
壁
画
が
あ
る
。
室
中
、
上
間
後
室
及
び
前
室
、
下
問
後
室
及
び
前

室
が
、
す
べ
て
片
山
尚
景
に
よ
っ
て
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
三
に
制
作
さ
れ
た

障
壁
画
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
書
院
三
之
間
（
通
称
「
鐵
齋
之

間
」
）
に
は
、
元
来
は
典
信
の
障
壁
画
が
あ
っ
て
、
三
つ
の
部
屋
は
、
典
信
の
作
品

で
統
一
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
仮
説
が
提
起
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
狩
野
派
の
主
題
か
ら
考
え
れ
ば
、
書
院
三
之
間
に
は
、
典
信
の
障
壁
画
、

た
と
え
ば
「
四
季
花
鳥
図
」
な
ど
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
妙
心

寺
山
内
の
襖
絵
な
ど
は
、
明
治
維
新
を
相
前
後
す
る
時
期
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に

よ
っ
て
妙
心
寺
の
外
に
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
も
多
く
、
書
院
三
之
間
の
襖
絵
も
同
様

の
運
命
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
別
稿
の
永
井
論
文
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
建
築
構
造
上
か
ら
判
断
す
る
と
、
書
院
三
之
間
に
つ
い
て
は
不
明
な
点

が
多
々
あ
り
、
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
書
院
三
之
間
は
、

建
築
構
造
上
、
書
院
一
之
間
及
び
二
之
間
と
は
区
別
さ
れ
る
庫
裏
の
一
部
で
あ
っ
た
。

こ
の
部
屋
は
改
築
が
成
さ
れ
て
お
り
、
元
来
は
茶
堂
の
部
屋
で
あ
っ
た
と
推
測
き
れ

て
い
る
。
改
築
が
何
時
な
さ
れ
た
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）

の
書
院
建
立
の
時
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
ま
た
正
確
に
断
定
で
き
な
い
と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
茶
堂
の
部
屋
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
は
、
襖

は
無
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
何
ら
か
の
理
由
で
茶
堂
の
部
屋
を
改
築
し
、
書

院
三
之
問
の
よ
う
な
空
間
に
替
え
ら
れ
、
時
代
が
下
が
っ
て
明
治
三
十
五
年
（
一
九

○
三
の
修
理
・
改
造
に
際
し
て
、
作
品
制
作
を
鐵
齋
に
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

〔
主
要
参
考
文
献
〕

宮
島
新
一
『
京
都
の
江
戸
時
代
障
壁
画
』
、
京
都
府
文
化
財
保
護
基
金
、
昭
和
五
三
年

（
一
九
七
八
）
。

『
狩
野
派
の
絵
画
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
東
京
国
立
博
物
館
編
、
第
一
法
規
、
昭
和
五

六
年
（
一
九
八
一
）
。

武
田
恒
夫
『
近
世
初
期
障
屏
画
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
。

細
野
正
信
『
江
戸
の
狩
野
派
』
（
日
本
の
美
術
３
）
、
至
文
堂
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八

八
）
・『

狩
野
派
の
巨
匠
た
ち
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
静
岡
県
立
美
術
館
編
、
平
成
元
年
（
一

九
八
九
）
・

土
井
次
義
『
花
鳥
山
水
の
美
Ｉ
桃
山
江
戸
美
術
の
系
譜
１
Ｊ
、
京
都
新
聞
社
、
平
成

四
年
（
一
九
九
二
）
・

松
木
寛
『
御
用
絵
師
狩
野
家
の
血
と
力
』
、
講
談
社
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
。

辻
惟
雄
『
戦
国
時
代
狩
野
派
の
研
究
ｌ
狩
野
元
信
を
中
心
と
し
て
１
Ｊ
、
吉
川
弘
文
館
、

平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
。

武
田
恒
夫
『
狩
野
派
絵
画
史
』
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
。

富
岡
益
太
郎
編
『
鐵
齋
大
成
』
（
全
五
巻
）
、
講
談
社
、
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
・

昭
和
五
七
年
（
一
九
八
三
。

『
清
荒
神
清
澄
寺
所
蔵
富
岡
鐵
齋
作
品
総
目
録
』
、
清
荒
神
清
澄
寺
編
、
昭
和
五
八
年

（
一
九
八
三
）
。

『
生
誕
一
五
○
年
記
念
富
岡
鉄
斎
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
京
都
市
美
術
館
編
、
昭
和
六
○

年
（
一
九
八
五
）
・

『
鉄
斎
研
究
』
一
号
’
六
五
号
、
鉄
斎
研
究
所
、
昭
和
四
四
年
一
二
月
号
ｌ
昭
和

五
八
年
三
月
号
。
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客殿障壁画の紙継寸法

上間後室壁貼付

（紙継5段）

北側及び南側

（紙継5段）

東側及び西側

（紙継5段）

37.5cm

37．0

37．0

37．0

37．0

書院障壁画の紙継寸法

栄川院典信床壁貼付

（紙継4段）

栄川院典信襖・壁貼付

（紙継3段）

鐵齋壁貼付

（紙継2枚） ） 5.0cm
55．5cm

92.0cm 92．0cm

52．0

58．0

52．0

一

一

○

37.0cm

36．0

36．0

36．0

36．0

34．0cm

35.0

35.0

35.0

35.0

56.0

58.0

56．0
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